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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 

総則   

第１節 （略）   
第２節 防災の基本方策   
第１ 防災についての考え方 
  （略） 
 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害 
時の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針とし、
たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また
経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み
合わせて災害に備えなければならない。 

 
 
災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害が

発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。） 
の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針とし、た 
とえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経 
済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合 
わせて災害に備えなければならない。 

 
国防災基本
計画の修正
に伴う修正 
 

第２ 防災の各段階における基本方策 
１ 計画的で周到な災害予防対策 
（１）略 
（２）防災の体制づくりを確立するため、防災拠点施設・通信

連絡体制・緊急輸送ネットワーク等の整備をはじめ航空防
災体制の強化、相互応援体制の整備により防災活動体制を
整備すとともに、消防力の強化、医療救護体制の整備、避
難場所・生活救援物資等の確保、災害救援ボランティア活
動の支援等により救援・救護体制を整備する。 

（３）～（４）略 
２ 迅速で円滑な災害応急対策 
（１）気象予警報、火災警報等の情報を迅速、的確に伝達する

とともに、住民への周知徹底を図る。 
特に土砂災害等の災害危険区域において、災害が発生す 

るおそれがある場合は、住民への周知徹底を図るととも
に、速やかに避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避
難指示を発する等の災害未然防止活動を実施する。 

（２）発災直後又は災害が発生するおそれがある場合、迅速、
的確な初動態勢をとるために、災害に対応した非常配備体
制、応急活動対策を早急にとるとともに、発災直後の被害
規模及び被害拡大の危険性の早期把握や被害に関する情
報の収集・伝達を行う。 

 

 
 
 
（２）防災の体制づくりを確立するため、防災拠点施設・通信

連絡体制・緊急輸送ネットワーク等の整備をはじめ航空防
災体制の強化、相互応援体制の整備、災害対応業務のデジタ
ル化の促進により防災活動体制を整備するとともに、消防
力の強化、医療救護体制の整備、避難場所・生活救援物資等
の確保、防災ボランティア活動の支援等により救援・救護体
制を整備する。 

 
（１）気象予警報、火災警報等の情報を迅速、的確に伝達すると

ともに、住民への周知徹底を図る。 
特に土砂災害等の災害危険区域において、災害が発生す

るおそれがある場合は、住民への周知徹底を図るとともに、
速やかに高齢者等避難・避難指示を発する等の災害未然防
止活動を実施する。 

（２）災害が発生するおそれがある場合は災害の危険性の予測
を、発災直後は被害規模の把握を、それぞれ早期に行い、迅
速、的確な初動態勢をとるために、災害に対応した非常配備
体制、応急活動対策を早急にとるとともに、発災直後の被害
規模及び被害拡大の危険性の早期把握や被害に関する情報
の収集・伝達を行う。 

 

 

 

国防災基本
計画の修正
に伴う修正 
  

 

 

 

 

 

 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
国防災基本
計画の修正
に伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（略） 

（３）〜（６） 略 

３ （略） 

 
 

第３ （略）   

第３節 防災関係機関等の責務   

第１ （略）   

第２ 防災関係機関等の業務大綱   
（１）略 
（２）市町村 

                 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

   １ 市町村防災会議に関すること 

  ２ 災害対策の組織の整備に関すること 

  ３ 気象予警報の情報伝達に関すること 

  ４ 防災行政無線等情報伝達システムの整備に関すること 

  ５ 避難の勧告、指示に関すること 

  ６  被災状況の情報収集、伝達及び広報・広聴に関すること 

  ７ 被災者の救助、救護に関すること 

  ８ 災害時における緊急交通路及び輸送の確保に関すること 

  ９ 消防活動及び水防対策に関すること 

   10 水道事業の災害対策に関すること 

  11 児童、生徒に対する応急教育に関すること 

   12 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること 

  13 浸水、土砂崩れに対する応急措置に関すること 

  14 飲料水、食料、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること 

  15 災害救援ボランティアの受入調整等に関すること 

   16 自主防災組織の育成指導と地域住民の災害対策の促進に関すること 

   17 要配慮者の避難支援に関すること 
 

 

（２）市町村 

                 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

   １ 市町村防災会議に関すること 

  ２ 災害対策の組織の整備に関すること 

  ３ 気象予警報の情報伝達に関すること 

  ４ 防災行政無線等情報伝達システムの整備に関すること 

  ５ 避難指示に関すること 

  ６  被災状況の情報収集、伝達及び広報・広聴に関すること 

  ７ 被災者の救助、救護に関すること 

  ８ 災害時における緊急交通路及び輸送の確保に関すること 

  ９ 消防活動及び水防対策に関すること 

   10 水道事業の災害対策に関すること 

  11 児童、生徒に対する応急教育に関すること 

   12 公共土木施設及び農業用施設に対する応急措置に関すること 

  13 浸水、土砂崩れに対する応急措置に関すること 

  14 飲料水、食料、医薬品、生活必需品の備蓄に関すること 

  15 災害救援ボランティアの受入調整等に関すること 

   16 自主防災組織の育成指導と地域住民の災害対策の促進に関すること 

   17 要配慮者の避難支援に関すること 
 

 
 
 
 
字句修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（３）指定地方公共機関 
機関等の名称 業務又は業務の大綱 

中部管区警察局 １～５ （略） 

６ 津波予報の伝達に関すること 

（略）  

 
（４）指定公共機関 

（略）  

北陸電力送配電 

株式会社 

１ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関す

ること 

２ 災害時における電力融通に関すること 

（略）  

 
（５）〜（６） （略） 

 
機関等の名称 業務又は業務の大綱 

中部管区警察局 １～５ （略） 

 

（略）  

 
 
（略）  

北陸電力送配電 

株式会社 

１ 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関す

ること 

２ 災害時における電力供給の確保に関すること 

（略）  
 

 
気象業務法施行令
第８条第 1 号の規
定に基づく法定伝
達先は「警察庁」の
ため修正 
 
 
 
 
字句修正 

第３（略）   
第４節 県内の地形・気象と災害   
第１ 地形、気象の特性 
 １ （略） 
 ２ 気 象 

本県は、日本海型気候に属し、冬の大雪を特徴としている。 
   気圧配置が西高東低で等圧線が縦縞模様になるときは、東

部や南部の山地に雪の多い山雪型となり、等圧線が袋状に湾
曲するときは、平野部に雪の多い里雪型となる。 

   平野部の冬の平均気温は３．５℃で、寒さはそれほど厳し
くないが、雪が多く交通上の障害となり県民の生活にも大き
な負担となる。 

   （略） 

 
 
 

本県は、日本海型気候に属し、冬の大雪を特徴としている。 
   気圧配置が西高東低で等圧線が縦縞模様になるときは、東

部や南部の山地に雪の多い山雪型となり、等圧線が袋状に湾
曲するときは、平野部に雪の多い里雪型となる。 

   平野部の冬の平均気温は４．０℃で、寒さはそれほど厳し
くないが、雪が多く交通上の障害となり県民の生活にも大き
な負担となる。 

 

 

第２ 社会環境の変化 
１〜５ （略） 
６ 感染症対策の観点を取り入れた防災 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、ホテル・
旅館や親戚・知人宅、安全な自宅などに分散して避難するこ
と等についての平時からの周知・広報や、避難所における避
難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対
策を推進する必要がある。 

 
 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、災害対応
に当たる職員等の感染症対策の徹底や、ホテル・旅館や親戚・
知人宅、安全な自宅などに分散して避難すること等について
の平時からの周知・広報や、避難所における避難者の過密抑
制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必

 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
要がある。 

風水害編   
第１章 災害予防対策   
第１節 風水害に強い県土づくり 
       （略） 
    対策の体系     

風
水
害
に
強
い
県
土
づ
く
り 

  第

１ 

  
山地保全事業 

  
１ 

 
山地保全施設の整備           

            
         

２ 
 

土砂災害の防止          
           

   第

２ 
  河川等整備事業 

 
 
 

    

           
           
           
           
   第

３ 

  
海岸保全事業 

     

      
  
 

    

           
           
           
   第

４ 

  
港湾整備事業 

     

          
           
           
           
   第

５ 

  
漁港整備事業 

     

          
           
           
           
   第

６ 

  
道路等整備事業 

     

          
           
           
           
   第

７ 

  農村地域防災減災事

業 

     

           
            
            
            
    第

８ 

  
空港施設等管理事業 

  
 

 
            

             

   
第

１ 
 

風水害に強い県土の形

成 
     

風
水
害
に
強
い
県
土
づ
く
り 

  第

２ 

  
山地保全事業 

  
１ 

 
山地保全施設の整備           

            
         

２ 
 

土砂災害の防止          
           
   第

３ 

  
河川等整備事業 

  
 

    

           
           
           
           
   第

４ 

  
海岸保全事業 

     

      
  
 

    

           
 
 
 
 

          

           
   第

５ 

  
港湾整備事業 

     

          
           
           
           
   第

６ 

  
漁港整備事業 

     

          
           
           
           
   第

７ 

  
道路等整備事業 

     

          
           
           
           
   第

８ 

  
農村地域防災減災事業 

     

           
            
            
            
    第

９ 

  
空港施設等管理事業 

  
 

 
            

             
           

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
          

 
 

           
            
    第

９ 

  
鉄道施設等整備事業 

  
１ 

 
西日本旅客鉄道㈱金沢支社           

            
         

２ 
 

富山地方鉄道㈱、あいの風

とやま鉄道㈱、加越能バス

㈱、万葉線㈱、富山ライト

レール㈱ 

         
          

          

 

 

            
            
    第

10 

  
鉄道施設等整備事業 

  
１ 

 
西日本旅客鉄道㈱金沢支社           

            
         ２ 

 
富山地方鉄道㈱、あいの風

とやま鉄道㈱、加越能バス

㈱、万葉線㈱ 

         
          
          

（追加） 第１ 風水害に強い県土の形成 
地方公共団体は，治水・防災・まちづくり・建築を担当する 

各部局の連携の下，有識者の意見を踏まえ，豪雨，洪水，高潮，
土砂災害等に対するリスクの評価について検討するものとする。
また，地方公共団体は，前述の評価を踏まえ，防災・減災目標を
設定するよう努めるものとする。 
国土交通省、内閣府、県及び市町村は、防災・まちづくり・建

築等を担当する各部局の連携の下、地域防災計画や立地適正化計
画等を踏まえ、災害の危険性等地域の実情に応じて、優先度の高
い避難行動要支援者から個別避難計画を作成するとともに、住宅
に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる立地を
限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける
安全性の確保を促進するよう努めるものとする。 

 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第１ 山地保全事業 
１ （略） 
２ 土砂災害の防止（中部森林管理局、北陸地方整備局、県農
林水産部、県土木部、市町村）  
（略） 

土砂災害は、発生が事前に予測しにくいこと、発生した場
合は一瞬にして多数の死傷者を伴うことなどが特徴であ
る。 
このため、国、県及び市町村は、災害の発生が予想される

危険箇所（土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩
壊危険箇所）においては、積極的に砂防、地すべり防止、急
傾斜地崩壊防止などの防災施設の整備に努める。 
 

（１）土石流、山地災害、地すべり等の防止 

第２ 山地保全事業 
 
２ （略） 
  
 
 
 
 

このため、国、県及び市町村は、土砂災害のおそれのある
箇所（土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危
険箇所等。以下「危険箇所」という。）においては、積極的に
砂防、治山、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止などの防災施
設の整備に努める。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
防災基本計
画の表現に
統一 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
ア 土砂災害が発生するおそれのある危険箇所では、治 
山、砂防、地すべり対策等を計画的に推進する。 

 
イ 危険箇所への雨量計その他の監視施設の設置等、土砂災
害に関する観測・情報基盤の整備や、警戒避難体制の確立
など災害の軽減に努めるとともに、既存施設の適切な管理
に努める。 

ア 土砂災害のおそれのある箇所では、治山、砂防、地すべ
り対策等を計画的に推進する。 

 
イ 土砂災害のおそれのある箇所への雨量計その他の監視施
設の設置等、土砂災害に関する観測・情報基盤の整備や、
警戒避難体制の確立など災害の軽減に努めるとともに、現
施設の適正な管理に努める。 

 

防災基本計
画の表現に
統一 
 

第２ 河川等整備事業（北陸地方整備局、県土木部、市町村） 
 国、県及び市町村は、洪水及び異常潮位による河川災害を防止
するため、治水ダム等を建設するとともに、堤防護岸等を整備し、
併せて河積（河水の流下可能容量）の拡大を図るものとする。 
 また、気候変動による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、あらゆ
る関係者が協働して流域全体で行う「流域治水」に努める。 
 
 
 

計画項目 主 な 事 業 内 容 事業主

体 

河川整備の

促進 

○河川総合開発事業の推進 

ダム名 目的 建設期間 

利賀ダム 

（国直轄事

業） 

・洪水調節 

・洪水の正常な機能の

維持 

・工業用水 

平成５年

～ 

 

国、県 

 ○河川改修事業 

河川整備率   22年度 54.9％ 

→ 元年度 56.7％ 

国 

県 

市町村 
 

第３ 河川等整備事業（北陸地方整備局、県土木部、市町村） 
 国、県及び市町村は、洪水及び異常潮位による災害を防止する
ため、治水ダムの建設、堤防・護岸の整備及び河道の浚渫による
河積（流下断面）の確保に努めるものとする。 
  また、気候変動による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、あらゆ
る関係者が協働して流域全体で行う「流域治水」として、従来か
らの堤防整備等に加え、ダムの事前放流、監視カメラ設置等の取
組を推進する。 
 

計画項目 主 な 事 業 内 容 事業主

体 

河川整備の

促進 

○河川総合開発事業の推進 

ダム名 目的 建設期間 

利賀ダム 

（国直轄事

業） 

・洪水調節 

・洪水の正常な機能の

維持 

・工業用水 

平成５年

～ 

 

国、県 

 ○河川改修事業 

河川整備率   22年度 54.9％ 

→ ２年度 56.8％ 

国 

県 

市町村 
 

 
 
 
 
具体例の記
載  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句修正  
 

第３〜第９ 【略】 第４〜第 10 【略】  
第２節 災害危険地域の予防措置 
 山崩れやがけ崩れ、水害の未然防止や、一旦災害が発生した場
合の被害軽減を図るため、防災関係機関においては、災害危険地
域の調査、研究を実施し、その実態を把握するとともに、巡視や
有害行為の禁止、避難体制の整備等災害予防措置を推進するもの
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
とする。特に、ハザードマップの作成・配布による住民への危険
性の周知徹底を行うものとする。また、危険箇所にある要配慮者
関連施設に対する周知徹底を図るとともに、その情報連絡、警戒
避難体制等の整備に努める。 
対策の体系 

災
害
危
険
地
域
の
予
防
措
置 

  

第

１ 

  土石流危険渓流、地

すべり危険箇所及び

急傾斜地崩壊危険箇

所 

  

１ 

 

土砂災害危険箇所に関す

る予防措置           

            
         

２ 
 

警戒避難体制の確立          

   第

２ 

  
山地災害危険箇所 

 

    

           

           
           

   第

３ 

  防災重点ため池及び

老朽ため池 

     

      

    

           
           
           

   第

４ 

  重要水防箇所及び浸

水想定区域 

  
１ 

 
重要水防箇所       

              
         

２ 
 

浸水想定区域           

          
       

３ 
 

減災対策協議会          

   第

５ 

  
災害危険区域等 

  
１ 

 土地利用に関する規制、

誘導         

           
        

２ 
 

災害危険区域          
 

 
 
 
 

 

災
害
危
険
地
域
の
予
防
措
置 

  

第

１ 

  土石流危険渓流、地

すべり危険箇所及び

急傾斜地崩壊危険箇

所 

  

１ 

 

土砂災害危険箇所に関す

る予防措置           

            
         

２ 
 

警戒避難体制の確立          

   第

２ 

  
山地災害危険箇所 

 

    

           

           
           

   第

３ 

  防災重点農業用ため

池 

     

      

    

           
           
           

   第

４ 

  重要水防箇所及び浸

水想定区域 

  
１ 

 
重要水防箇所       

              
         

２ 
 

浸水想定区域           

          
       

３ 
 

減災対策協議会          

   第

５ 

  
災害危険区域等 

  
１ 

 土地利用に関する規制、

誘導         

           
        

２ 
 

災害危険区域          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ため池工
事特措法」に
おいて「防災
重点農業用
ため池」 
 

第１ 土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険
箇所 

１ 土砂災害危険箇所の予防措置（県農林水産部、県土木部、
市町村） 

   県及び市町村は、土砂災害危険箇所における砂防設備、地
すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備等に加え、
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
土砂災害危険箇所の公表・周知徹底及び適切な土地利用の
誘導等、土砂災害危険箇所の予防措置に努めるものとす
る。  
（追加）   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）県の設置 

ア 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推
進に関する法律」に基づき、危険箇所について調査、研究
を実施し、その実態把握に努めるとともに、その資料、情
報を市町村及びその他防災関係機関に提供する。また、同
法第４条第１項の規定による基礎調査の結果を公表する
ものとする。 

   （追加） 
 
 
 
 

イ〜カ （略） 
（２） （略） 
２ 警戒避難体制の確立（市町村） 

   （略） 
（１） （略） 

ア 土砂災害警戒情報を活用した避難勧告等の発令基準、
対象区域に関する事項 

イ〜キ （略） 
（２）市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配

 
 
 

なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形
成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏まえ、移転の促進
や住宅の建築禁止のみならず、地方公共団体が定める水位
より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さを
有する屋上の設置など、様々な建築の制限を幅広く検討す
るものとする。  
市町村は、立地適正化計画による都市のコンパクト化及

び防災まちづくりの推進にあたっては、災害リスクを十分
考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハー
ド・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災
指針を位置付けるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

なお、基礎調査が完了した後には、おおむね五年ごとに基
礎調査の実施が必要であり、高精度な地形情報等を用いて、
土砂災害が発生するおそれがある箇所の抽出に努めるもの
とする。 

 
 
 
 
 

ア 土砂災害警戒情報を活用した避難指示等の発令基準、対
象区域に関する事項 

 
（２）市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配

 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
土砂災害防
災対策基本
方針の改訂
に伴う修正 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 
土砂災害警
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
慮者利用施設の所有者又は管理者は、当該要配慮者利用
施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図
るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し
市町村長に報告するものとする。また、利用者の円滑かつ
迅速な避難の確保のための訓練を行うものとする。 

慮者利用施設の所有者又は管理者は、当該要配慮者利用施
設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る
ために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し市
町村長に報告するものとする。また、利用者の円滑かつ迅
速な避難の確保のための訓練を行い、その結果を報告する
ものとする。 

 

戒区域等に
おける土砂
災害防止対
策の推進に
関する法律
の改正 

第２ （略）   
第３ 防災重点ため池及び老朽ため（県農林水産部、市町村、土

地改良区） 
１ 県及び市町村等は、防災重点ため池及び老朽ため池について

調査を実施し、その実態把握に努めるものとする。 
２ 県は、農村地域防災減災事業により防災重点ため池及び老朽

ため池の危険箇所の整備を推進するものとする。 
３ （略） 
４ 市町村は、防災重点ため池について、当該市町村の地域防災

計画に位置付けるとともに、ハザードマップ等を作成し、住
民に周知するものとする。（資料「３－１５ 老朽ため池危
険箇所」） 

第３ 防災重点農業用ため池（県農林水産部、市町村、土地改良
区） 

１ 県及び市町村等は、防災重点農業用ため池について優先的
に調査を実施し、その実態把握に努めるものとする。 

２ 県は、農村地域防災減災事業により防災重点農業用ため池
の危険箇所の整備を推進するものとする。 

 
４ 市町村は、防災重点農業用ため池について、当該市町村の

地域防災計画に位置付けるとともに、ハザードマップ等を
作成し、住民に周知するものとする。（資料「３－１５ 防
災重点農業用ため池危険箇所」） 

 

令和２年 10
月１日に施
行された「た
め池工事特
措法」におい
て「防災重点
農業用ため
池」の、指定
及び集中的
かつ計画的
な整備工事
等の推進が
示されたた
め。 

第４ 重要水防箇所及び浸水想定区域 
１ （略） 
２ 浸水想定区域の指定、公表及び水害ハザードマップの作成 

（北陸地方整備局、県土木部、市町村） 
（１）国土交通大臣及び知事は洪水予報河川及び水位情報周知

河川として自ら指定した河川について、洪水時の円滑かつ
迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水
災による被害の軽減を図るため、当該河川が氾濫した場合
に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定
するものとする。 

（２）〜（６） （略） 
（７）浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地

域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用

 
 
 
 
（１）国土交通大臣及び知事は洪水予報河川及び水位情報周知

河川として自ら指定した河川等について、洪水時の円滑か
つ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、
水災による被害の軽減を図るため、当該河川が氾濫した場
合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指
定するものとする。 

 
（７）浸水想定区域内に位置し、市町村地域防災計画に名称及

び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管

 
 
 
 
水防法の改正に
より水位周知河
川以外も洪水浸
水想定区域を設
定することとな
ったため、「等」
を追記。 
 
内容が重複
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
施設の所有者又は管理者は、水害や土砂災害が発生するお
それがある場合における当該要配慮者利用施設の利用者
の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練そ
の他の措置に関する計画を作成し、これを市町村長に報告
するものとする。また、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速
な避難の確保及び浸水の防止のための訓練を実施するも
のとする。さらに、自衛水防組織を置くよう努めるものと
し、当該自衛水防組織を置いたときは、構成員その他の事
項を市町村長に報告するものとする。 

（８） （略） 
３ （略） 

理者は、水害が発生するおそれがある場合における当該要
配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を
図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成
し、これを市町村長に報告するものとする。また、利用者
の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止
のための訓練を実施するものとする。さらに、自衛水防組
織を置くよう努めるものとし、当該自衛水防組織を置いた
ときは、構成員その他の事項を市町村長に報告するものと
する。 

 

するため削
除  
 
 

第５ 災害危険区域等  
１ 土地利用に関する規制、誘導（県土木部、市町村） 
（１） （略） 
（２）安全な都市環境形成の誘導 

市町村は、被害の拡大を防ぎ、安全な都市環境の形成を
誘導するため、用途地域制度等の積極的活用を図るものと
する。 

   （追加） 
 
 
 
 
 ２ （略） 

 
 
 
 
 
 
 

また、市町村は、立地適正化計画による都市のコンパクト
化及び防災まちづくりの推進にあたっては、災害リスクを
十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画に
ハード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める
防災指針を位置付けるものとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第３節 ライフライン施設等の安全性強化   
第１ ライフライン施設の安全性強化 
１ （略） 
２ ガス施設における災害予防対策（中部経済産業局、中部近
畿産業保安監督部、県生活環境文化部、日本海ガス、高岡ガ
ス、（一社）日本コミュニティーガス協会北陸支部、（一社）
富山県エルピーガス協会） 

（１） （略） 
（２）LPガス 

ア ボンベ（容器）の転倒及び流出防止措置販売店等は、鎖
又はベルトの二重がけ等の方法により、ボンベの転倒流

 
 
２ ガス施設における災害予防対策（中部経済産業局、中部近
畿産業保安監督部、県危機管理局、日本海ガス、高岡ガス、
（一社）日本コミュニティーガス協会北陸支部、（一社）富山
県エルピーガス協会） 

 
 

ア ボンベ（容器）の転倒及び流出防止措置販売店等は、鎖
又はベルトの二重がけ等の方法により、ボンベの転倒流

 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
 
 
 
「液化石油
ガス安全高



富山県地域防災計画（風水害編・火災編・個別災害編）新旧対照表 

- 11 - 
 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
出防止措置を講ずるとともに、その定期点検を実施して
維持管理を行う。（追加） 

出防止措置を講ずるとともに、その定期点検を実施して
維持管理を行う。特に、ハザードマップを確認し、津波
による浸水の恐れがある地域については、ボンベの流出
防止に備えた対策を重点的に講じる。 

度 化 計 画
2030（経済産
業省策定）」
に伴う修正 
 

第２ （略）   
第４節 防災活動体制の整備   
第１ 防災拠点施設の整備 
１富山県広域消防防災センター（県総合政策局） 

 
１ 富山県広域消防防災センター（県危機管理局） 

県機構改革
に伴う修正 

第２〜第３ （略）   
第４ 通信連絡体制の整備 
１〜２ （略） 
３ 通信連絡体制の整備充実（北陸地方整備局、県総合政策局、
県経営管理部、県土木部、市町村） 

 
 
３ 通信連絡体制の整備充実（北陸地方整備局、県危機管理局、

県経営管理部、県土木部、市町村） 

 
 
県機構改革
に伴う修正 

第５ 業務継続体制の確保 
 （略） 
市町村は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から

災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を
遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に
努めるものとする。 
 
 
 

 
 
市町村は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から

災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を
遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に
努めるものとする。 
 

 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 

第６ 緊急輸送ネットワークの整備 
１ （略） 
２ 緊急道路ネットワークの確保（県土木部） 

   道路は、災害時において、救援物資の輸送等重要な役割を
担っていることから、広域的なネットワークや陸上・海上・
航空の輸送拠点と防災拠点間の連絡、それらを相互に補完す
るネットワークに配慮し、災害時に指定される緊急交通路の
候補となる緊急通行確保路線を次のとおり指定する。 

（１）第１次緊急通行確保路線 
  （略） 
（２）第２次緊急通行確保路線 

第１次緊急通行確保路線とネットワークを構築し、市町

 
 
 

道路は、災害時において、救援物資の輸送等重要な役割を
担っていることから、広域的なネットワークや陸上・海上・
航空の輸送拠点と防災拠点間の連絡、それらを相互に補完す
るネットワークに配慮し、災害時に指定される緊急交通路の
候補となる緊急輸送道路※を次のとおり指定する。 
（１）第１次緊急輸送道路 

 
（２）第２次緊急輸送道路 

第１次緊急輸送道路とネットワークを構築し、市町村対

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全国的に用
いられてい
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
村対策本部や主要な防災拠点（行政機関、主要駅、警察署、
消防署、災害医療センター、自衛隊等）を連絡する幹線道
路 

（３）第３次緊急通行確保路線 
   上位路線を相互に補完する幹線道路 

緊急通行確保路線の指定にあたっては、各市町村が実施
するきめ細かい災害復旧活動を支援する観点から、市町村
が指定する緊急交通路の候補となる路線とネットワーク
を図るよう調整するものとする。また、防災対策道路とし
て河川敷を利用した緊急交通路や高速自動車道への緊急
乗入路の活用についても必要に応じて検討する。なお、
各々の道路整備状況により適宜見直しを行い、ネットワー
ク強化に努める。（資料「６－１－２ 緊急通行確保路線
名」） 

 

策本部や主要な防災拠点（行政機関、主要駅、警察署、消
防署、災害医療センター、自衛隊等）を連絡する幹線道路 

（３）第３次緊急輸送道路 
上位路線を相互に補完する幹線道路 
緊急輸送道路の指定にあたっては、各市町村が実施する

きめ細かい災害復旧活動を支援する観点から、市町村が指
定する緊急交通路の候補となる路線とネットワークを図
るよう調整するものとする。また、防災対策道路として河
川敷を利用した緊急交通路や高速自動車道への緊急乗入
路の活用についても必要に応じて検討する。なお、各々の
道路整備状況により適宜見直しを行い、ネットワーク強化
に努める。（資料「６－１－２ 緊急輸送道路一覧表」） 

 
 
  ※地域防災計画、防災業務計画及び地震防災対策特別措置法に基づく地震防災

緊急事業五箇年計画の中で、地震防災上、緊急に整備すべき施設として位置

づけられている道路 

る『緊急輸送
道路』に 
統一するこ
とに伴う変
更 
 
 
 
 
 
 
 
緊急輸送道路に
ついて注釈を追
記（パブコメに
よる） 

緊急通行確保路線図（令和２年４月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緊急輸送道路図（令和３年 12月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

字句修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
３ （略） 
４ 緊急航空路の確保（県総合政策局、県厚生部、県警察本部、

市町村） 
５ （略） 

３ （略） 
４ 緊急航空路の確保（県危機管理局、県厚生部、県警察本部、

市町村） 

 
県機構改革
に伴う修正 

第７ 航空防災体制の強化 
   （略） 
１ 航空防災活動のための環境整備（県総合政策局、県厚生部、

県警察本部、市町村） 
 （略） 
２ 消防防災ヘリコプター「とやま」の緊急運航体制（県総合政

策局、市町村） 
３〜４ （略） 

 
 
１ 航空防災活動のための環境整備（県危機管理局、県厚生部、

県警察本部、市町村） 
 
２ 消防防災ヘリコプター「とやま」の緊急運航体制（県危機管

理局、市町村） 
３〜４ （略） 

 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
 

第８ 相互応援体制の整備 
  （略） 
そして、県及び市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援

職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うた
めの受援体制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各
業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務ス
ペースの確保を行うものとする。（追加） 
 
 
１ 国の機関等との相互協力 
（１）自衛隊との連携（自衛隊、県総合政策局） 

 （略） 
（２） （略） 
２ 地方公共団体間の相互応援（県総合政策局、市町村） 

  （略） 
県及び市町村は、被災市区町村応援職員確保システムを

活用した応援職員受け入れの訓練を実施し、システムの習
熟、発災時における円滑な活用の促進に努めるものとする。 

（１）都道府県間の相互応援 
ア （略） 

また平成 30年からは、大規模災害時の自治体応援職員の 
派遣方法として、総務省「被災市区町村応援職員確保システ
ム」が運用開始され、被災地域ブロック内の都道府県又は指

 

 

 

 

 

 

その際，新型コロナウイルス感
染症を含む感染症対策のため，適切な空間の確保に配慮するもの
とする。 

 

（１）自衛隊との連携（自衛隊、県危機管理局） 
 
 
２ 地方公共団体間の相互応援（県危機管理局、市町村） 

 

県及び市町村は、応急対策職員派遣制度を活用した応援
職員受け入れの訓練を実施し、システムの習熟、災害時にお
ける円滑な活用の促進に努めるものとする。 

 

 

また平成30年からは、大規模災害時の自治体応援職員の 
派遣方法として、総務省「応急対策職員派遣制度」が運用開
始され、被災地域ブロック内の都道府県又は指定都市を原則

 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
定都市を原則１対１で被災市区町村に割り当てる「対口支
援方式」による応援体制が整備された。（資料「１２－６－
１ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協
定」） 
イ （略）  

さらに、全国知事会の体制や「被災市区町村応援職員確保
システム」と調和のとれた広域応援体制を整備する。（資料 
「１２－６－２ 災害応援に関する協定書、災害応援に関
する協定実施細則） 
ウ〜エ  （略） 

（２） （略） 
３ 防災関係機関との相互協力（県各部局、各防災関係機関） 
（１）県と防災関係機関との相互協力 
ア〜お （略） 
（追加） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（２）防災機関間の相互協力 
ア〜イ （略） 
ウ ガス会社間の相互協力 

(一社)日本ガス協会及び(一社)日本コミュニティーガ 
ス協会北陸支部では、「地震・洪水等非常事態における救
援措置要綱」を定め、ガス製造・供給に支障を生じた場合
は、速やかに復旧し、ガスの供給を再開できるよう、また、

１対１で被災市区町村に割り当てる「対口支援方式」による
応援体制が整備された。（資料「１２－６－１ 全国都道府
県における災害時の広域応援に関する協定」） 

  
 

さらに、全国知事会の体制や「応急対策職員派遣制度」と
調和のとれた広域応援体制を整備する。（資料 「１２－６
－２ 災害応援に関する協定書、災害応援に関する協定実施
細則） 
 
 
 

 
 
 か 北陸電力（株）及び北陸電力送配電（株）との協定 

県と北陸電力（株）及び北陸電力送配電（株）は、令和３
年６月３０日に「大規模災害時における相互連携に関する
確認書」及び「大規模災害時における道路啓開等に関する確
認書」を締結し、大規模災害時におけるリエゾン派遣、電源
車の要請と協力、及び道路啓開の要請と協力等に関する協
力について取り決めている。 

き 富山県社会福祉協議会、日本青年会議所富山ブロック協
議会との三者協定 
県と富山県社会福祉協議会、日本青年会議所富山ブロッ 

ク協議会は令和３年７月 12 日に「災害時における協力に関
する協定」を締結し、災害時におけるボランティアの受け入
れ体制について取り決めている。 

 

 

 

 

（一社）日本ガス協会では「非常事態における応援要綱」、
（一社）日本コミュニティーガス協会北陸支部では「コミュ
ニティーガス事業の防災に係る通報・応援措置要綱」を定め、
ガス製造・供給に支障を生じた場合は、速やかに復旧し、ガ

 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
協定の追加 
 
 
 
 
 
 
協定の追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市ガスと
コミュニテ
ィーガスで
要綱が異な
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
協会の組織をあげて救援活動できるよう、緊急連絡体制、
救援体制等について定めている。 

 
エ （略） 
４〜５ （略） 

スの供給を再開できるよう、また、協会の組織をあげて救援
活動できるよう、緊急連絡体制、救援体制等について定めて
いる。 

るため修正 
 

第９ 災害復旧・復興への備え 
１～３（略） 
４ 男女共同参画の視点 
 県及び市町村は、男女共同参画の視点を取り入れた防災体
制の確立に努めるものとする。また、男女共同参画センター
が地域における防災活動の推進拠点となるよう、平常時及び
災害時における男女共同参画担当部局及び男女共同参画セ
ンターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部
局が連携し明確化しておくよう努めるものとする。 

 
 
４ 男女共同参画の視点 

県及び市町村は、男女共同参画の視点を取り入れた防災体
制の確立に努めるものとする。また、地方防災会議の委員に
占める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女共同
参画センターが地域における防災活動の推進拠点となるよ
う、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男
女共同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共
同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努めるものと
する。 

 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 

第５節 救援・救護体制の整備   
第１ 消防力の強化 
１ 救助・救急体制の整備（県総合政策局、県厚生部、県警察
本部、自衛隊、海上保安部、市町村） 

（１）〜（３） （略） 
２ 常備消防の広域化（県総合政策局、市町村） 
（略） 

 
１ 救助・救急体制の整備（県危機管理局、県厚生部、県警察
本部、自衛隊、海上保安部、市町村） 

 
２ 常備消防の広域化（県危機管理局、市町村） 

 
県機構改革
に伴う修正 
県機構改革
に伴う修正 

第２ 医療救護体制の整備 
 １ 緊急連絡網（県厚生部） 
   県厚生部医務課、健康課、くすり政策課及び各厚生センタ

ーは、災害時に連絡がとりあえるように、あらかじめ緊急連
絡先一覧表を作成し、当該関係者が常時見える場所に掲示し
ておく。 

 ２～８ （略） 

 
 

県厚生部医務課、健康対策室、くすり政策課及び各厚生セ
ンターは、災害時に連絡がとりあえるように、あらかじめ緊
急連絡先一覧表を作成し、当該関係者が常時見える場所に掲
示しておく。 

 

第３ 緊急避難場所・避難所・生活救援物資等の確保 
   （略） 
市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスに

ついて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、
地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらか

 
 
市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスに

ついて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、
地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらか
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
じめ受け入れる方策について定めるよう努めるものとする。 
（追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 緊急避難場所・避難所・避難道路の確保（県総合政策局、
県土木部、市町村） 

 
 
 
 
 
（１）指定緊急避難場所及び指定避難所の確保 
  ア 指定緊急避難場所及び指定避難所の設置 

   （略） 
   市町村は、発災時（災害が発生するおそれがある場合 を

含む。）には、必要に応じ、避難準備・高齢者等避難開始
の発令等とあわせて指定緊急避難場所を開設し、住民等に
対し周知徹底を図る。また、災害の想定等により必要に応
じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近
隣市町村に設けるものとする。 
（追加） 

 
 
 
 
 
 
 

じめ受け入れる方策について定めるよう努めるものとする。 
県及び保健所設置市の厚生センター、保健所は、新型コロナウ

イルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常
時から防災担当部局（県の厚生センターにあっては、管内の市町
村の防災担当部局を含む。）との連携の下、ハザードマップ等に
基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行う
よう努めるものとする。また、市町村の防災担当部局との連携の
下、自宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行
うとともに、必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の確保に
向けた情報を提供するよう努めるものとする。 
 
１ 緊急避難場所・避難所・避難道路の確保（県危機管理局、
県土木部、市町村） 

 
 
 
 
 
 
 
 

市町村は、災害時には、必要に応じ、高齢者等避難の発
令等とあわせて指定緊急避難場所を開設し、住民等に対し
周知徹底を図る。また、災害の想定等により必要に応じて、
近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町
村に設けるものとする。 
 
そして、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等に 

ついて、住民への周知徹底を図るものとする。また，災害
時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知すること
も想定し，ホームページやアプリケーション等の多様な手
段の整備に努めるものとする。 
また、市町村は，福祉避難所について，受入れを想定し  

ていない避難者が避難してくることがないよう，必要に応
じて，あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する

 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
災対法改正
に伴う修正 



富山県地域防災計画（風水害編・火災編・個別災害編）新旧対照表 

- 17 - 
 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
   （略） 

また、市町村は、新型コロナウイルス感染症を含む感染
症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含
め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携し
て、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用やその場合の
受入れ態勢等も含めて検討するよう努めるものとする。 

 
 
 

さらに、市町村は、避難生活が必要な住民に対しては、
避難所が過密になることを防ぐため、可能な場合には親戚
や友人の家等への分散避難も検討するよう周知に努める
ものとする。 

 
 

 

 

 

 

 

イ 指定避難所における施設、設備の整備 
（ア）指定避難所又はその近傍で、水、食料、非常用電源、

常備薬、マスク、消毒薬、炊出し用具、毛布、暖房用具
等避難生活に最低限必要な物資、資機材を確保するほ
か、飲料水兼用耐震性貯水槽や備蓄倉庫、ＬＰガス設備
等の整備に努める。 

   （略） 
 

（イ） (略) 
ウ 指定避難所における運営体制の整備 

際に，受入れ対象者を特定して公示するものとする。 
市町村は，前述の公示を活用しつつ，福祉避難所で受け 

入れるべき要配慮者を事前に調整の上，個別避難計画等を
作成し，要配慮者が，避難が必要となった際に福祉避難所
へ直接避難することができるよう努めるものとする。 

 
県及び市町村は、新型コロナウイルス感染症を含む感染

症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウトや動
線等を確認しておくとともに，感染症患者が発生した場合
の対応を含め，防災担当部局と保健福祉担当部局が連携し
て，必要な措置を講じるよう努めるものとする。また，必
要な場合には，国や独立行政法人等が所有する研修施設，
ホテル・旅館等の活用を含めて，可能な限り多くの避難所
の開設に努めるものとする。 
さらに、市町村は、避難生活が必要な住民に対しては、 

避難所が過密になることを防ぐため、可能な場合には親戚
や友人の家等への避難を基本とするものの、ハザードマッ
プ等を踏まえて、自宅等で身の安全を確保することができ
る場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うこと
や避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への
避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行
うべきことについても検討するよう周知に努めるものと
する。 

 
 

 
（ア）指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を 

確保し、水、食料、非常用電源、常備薬、マスク、消毒
薬、生理用品、段ボールベッド、パーティション、炊出し
用具、毛布、暖房用具等避難生活に最低限必要な物資、
資機材を確保するほか、飲料水兼用耐震性貯水槽や備蓄
倉庫、ＬＰガス設備等の整備に努める。なお、備蓄物資
の調達に当たっては、要配慮者等への配慮にも留意する。 

 
 

 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
「生理用品」
追加（パブコ
メによる） 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
      指定避難所においては、多種多様な問題が発生するこ 

とが予想されるため、市町村は、避難所運営のための組織
を盛り込んだ避難所運営マニュアルを作成し、各地域ごと
の実情を踏まえた避難所運営体制の整備を図るものとし、
マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理の
ために必要な知識等の普及に努める。この際、住民等への
普及に当たっては、住民等が主体的に避難所を運営できる
ように配慮するよう努めるものとする。 

    (追加) 
 
    （略） 
(２) (略) 
(３) 繁華街、観光地における避難場所等の確保 

市町村長が行う避難勧告の対象には、帰宅できない一時
的滞在者も含まれることから、多数の人が集まる繁華街、
観光地においては、これらの者も避難人口に含んだ安全な
指定緊急避難場所及び指定避難所並びに避難道路を確保
するとともに、避難誘導のためのわかりやすい避難標識の
設置に努める。 

(４)～(５) (略) 
２ 市町村等の避難計画（県各部局、市町村、各関係機関） 
（１） （略） 
（２） 市町村の避難計画 

    （略）  
ア 避難勧告又は指示等を行う客観的数値に基づく具体的
な基準（降雨量、河川の水位等）及び伝達方法 
市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制とし

て、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告
等を発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発
令基準を設定するものとする。また、面積の広さ、地形、
地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に分割し
た上で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、危険度
の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害
警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよう、発
令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応

指定避難所においては、多種多様な問題が発生するこ
とが予想されるため、市町村は、避難所運営委員会の設
置を記載した避難所運営マニュアルを作成し、各地域ご
との実情を踏まえた避難所運営体制の整備を図るもの
とし、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運
営管理のために必要な知識等の普及に努める。この際、
住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に避難所
を運営できるように配慮するよう努めるものとする。特
に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予
防や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。 

 
 
 

市町村長が行う避難指示の対象には、帰宅できない一時
的滞在者も含まれることから、多数の人が集まる繁華街、
観光地においては、これらの者も避難人口に含んだ安全な
指定緊急避難場所及び指定避難所並びに避難道路を確保
するとともに、避難誘導のためのわかりやすい避難標識の
設置に努める。 

 
 
 
 
 

ア 避難指示等を行う客観的数値に基づく具体的な基準
（降雨量、河川の水位等）及び伝達方法 
市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制とし

て、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難指
示等を発令することを基本とした具体的な避難指示等の
発令基準を設定するものとする。また、面積の広さ、地
形、地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に分
割した上で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、
危険度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土
砂災害警戒区域等に絞り込んで避難指示等を発令できる
よう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するととも

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 
 
 
 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
じ見直すよう努めるものとする。 
また、高潮災害に対する住民の警戒避難体制としては、

高潮警報等が発表された場合に直ちに避難勧告等を発令す
ることを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定
するものとする。また、潮位に応じた想定浸水範囲を事前に
確認し、想定最大までの高潮高と避難対象地域の範囲を段
階的に定めておくなど、高潮警報等の予想最高潮位に応じ
て想定される浸水区域に避難勧告等を発令できるよう、発
令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応
じ見直すよう努めるものとする。 

イ 避難の勧告、指示等の実施責任者及び不在の場合の代理者 
 
３ 物資等の確保（県総合政策局、県厚生部、県農林水産部、

市町村、日本赤十字社富山県支部） 
 (略) 
そして、県及び市町村は、平時から、訓練等を通じて、物資

の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結
した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行う
よう努めるものとする。 
(１)～(４) (略) 
４～５ (略) 

に、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 
また、高潮災害に対する住民の警戒避難体制としては、

高潮警報等が発表された場合に直ちに避難指示等を発令
することを基本とした具体的な避難指示等の発令基準を
設定するものとする。また、潮位に応じた想定浸水範囲を
事前に確認し、想定最大までの高潮高と避難対象地域の
範囲を段階的に定めておくなど、高潮警報等の予想最高
潮位に応じて想定される浸水区域に避難指示等を発令で
きるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとと
もに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 

イ 避難指示等の実施責任者及び不在の場合の代理者 
 
３ 物資等の確保（県危機管理局、県厚生部、県農林水産部、

市町村、日本赤十字社富山県支部） 
 

そして、県及び市町村は、平時から、訓練等を通じて、物資
の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締
結した民間事業者等の災害時の連絡先、要請手続等の確認を
行うよう努めるものとする。 

本化されたこと
による修正 
 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第４ 災害救援ボランティア活動の支援 
  (略) 
一方、効果的な活動を展開するためには、ボランティアと被災

者とをつなぐ連絡調整機能やボランティア同士の連携が不可欠
であり、このため、県及び市町村は、富山県民ボランティア総合
支援センター（以下「総合支援センター」という。）、富山県社会
福祉協議会、市町村社会福祉協議会、日本赤十字社富山県支部、
大学コンソーシアム富山、ボランティア関係機関・団体と連携し、
災害時において、ボランティアの受入れ等が円滑に行われるよ
う、活動環境の整備を行うものとする。  

１ (略) 
２ ボランティアの普及、養成（県総合政策局、市町村） 

   (略) 
３ ボランティアの受入体制の整備（県総合政策局、市町村） 

 
 
一方、効果的な活動を展開するためには、ボランティアと被災

者とをつなぐ連絡調整機能やボランティア同士の連携が不可欠
であり、このため、県及び市町村は、富山県民ボランティア総合
支援センター（以下「総合支援センター」という。）、富山県社会
福祉協議会、市町村社会福祉協議会、日本赤十字社富山県支部、
ボランティア関係機関・団体と連携し、災害時において、ボラン
ティアの受入れ等が円滑に行われるよう、活動環境の整備を行う
ものとする。 
 
２ ボランティアの普及、養成（県生活環境文化部、市町村） 

 
３ ボランティアの受入体制の整備（県生活環境文化部、市町

 

 

 
 
 
 
 
字句修正 
 
 

 

県機構改革
に伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
    (略) 村） 

 
県機構改革
に伴う修正 

第５ 孤立集落の予防   
１～３ (略) 
４ 事前措置（県総合政策局、県厚生部、県警察本部、市町村） 
 (略) 

 
４ 事前措置（県危機管理局、県警察本部、市町村） 

 
県機構改革
に伴う修正 

第６節～第７節 （略）   

第８節 防災行動力の向上   

第１ 防災意識の高揚 
 (略) 
このため、県をはじめ各防災関係機関は、県民の防災意識の高

揚を図るとともに、家庭や職場、学校などにおける地域の防災行
動力を向上させるため、防災知識の普及啓発、防災教育の推進に
努める。 
その際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮

者の多様なニーズに十分配慮し、地域において要配慮者を支援す
る体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズ
の違い等双方の視点に十分配慮する。 
(追加) 
 
 
 
 
 
１ (略)  
２ 児童生徒等に対する防災教育（県経営管理部、県教育委員

会、市町村） 
（１）防災広報の充実 
   県教育委員会は、児童生徒を対象に自らの身を守るため

災害発生時及び平常時の心得を盛り込んだ児童生徒の発
達段階に応じたＰＲパンフレットを県内の小、中学校及び
高等学校に配布する。 

 
（２）防災教育の充実 
ア 学校教育における防災教育 

 
 
このため、県をはじめ各防災関係機関は、県民の防災意識の高

揚を図るとともに、家庭や職場、学校などにおける地域の防災行
動力を向上させるため、気候変動の影響も踏まえつつ、防災知識
の普及啓発、防災教育の推進に努める。 
 
 
 
 
さらに、過去の災害の教訓を踏まえ、全ての県民が災害から自

らの命を守るためには，県民一人一人が確実に避難できるように
なることが必要である。このため，地域の関係者の連携の下，居
住地，職場，学校等において，地域の災害リスクや自分は災害に
遭わないという思い込み（正常性バイアス）等の必要な知識を教
える実践的な防災教育や避難訓練を実施に努めるものとする。 
 
 
 
 

県教育委員会は、児童生徒を対象に自らの身を守るため
災害発生時及び平常心の心得を盛り込んだ児童生徒の発
達段階に応じたＰＲパンフレットの活用について県内の
小、中、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に周知
を図る。 

 
 

 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
県内に義務教育
学校が新設され
たことに伴う区
分の追加 
特別支援学校を
追加（パブコメ
による） 



富山県地域防災計画（風水害編・火災編・個別災害編）新旧対照表 

- 21 - 
 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（ア）～（ウ） (略) 
（エ）防災に関する安全教育は、各教科や道徳の時間に加え、

総合的な学習の時間の活用により災害に対応する能力
を高める学習や特別活動の学校行事及び学級活動、ホー
ムルーム等において、ＰＴＡや地域住民も参加した実践
的な避難訓練等を行うよう努める。 

(追加) 
 
    
 
（オ）～（カ） (略) 

３ 県民に対する防災知識の普及（県総合政策局、県警察本部、
市町村） 

   県及び市町村は、県民に対し、最低３日間分（推奨１週間
分）の食料・飲料水等の個人備蓄、非常持出品の準備等家庭
での予防・安全対策及び災害発生時にとるべき行動など防災
知識の普及啓発を図る。また、防災週間や防災関連行事等を
通じ、住民に対し、災害時のシミュレーション結果等を示し
ながらその危険性を周知するものとする。 

（１）(略) 
（２）普及の内容 
ア～エ (略)  
オ 災害発生時の心得 

 (追加) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 防災意識調査（県総合政策局、市町村） 

 
（エ）防災に関する安全教育は、各教科(道徳を含む。)に加え、

総合的な学習の時間の活用により災害に対応する能力を
高める学習や特別活動の学校行事及び学級活動、ホームル
ーム等において、ＰＴＡや地域住民も参加した実践的な避
難訓練等を行うよう努める。 

（オ）防災教育は、避難行動への負担感、過去の被災経験等を
基準にした災害に対する危険性の認識、正常性バイアス等
を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することな
く適切な行動がとれるようにする。 

（カ）～（キ） (略) 
３ 県民に対する防災知識の普及（県危機管理局、県警察本部、 

市町村） 
県及び市町村は、県民に対し、専門家の知見も活用しなが

ら、最低３日間分（推奨１週間分）の食料・飲料水等の個人
備蓄、非常持出品の準備等家庭での予防・安全対策及び災害
発生時にとるべき行動など防災知識の普及啓発を図る。ま
た、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、災害時
のシミュレーション結果等を示しながらその危険性を周知
するものとする。 
 
 
 

 カ 警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の
発令時にとるべき行動 

避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災
害に対する危険性の認識、正常性バイアス等を克服し、避難
行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動を
とること、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・
旅館等の避難場所、避難経路等の確認、・広域避難の実効性
を確保するための、通常の避難との相違点を含めた広域避
難の考え方、家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家
屋の内外の写真を撮影するなど、生活の再建に資する行動
など 

４ 防災意識調査（県危機管理局、市町村） 

 
字句修正 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
県機構改革
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
５～６ (略) に伴う修正 

第２ 自主防災組織の強化 
１ 地域における自主防災組織の充実（県総合政策局、市町村） 

    (略) 
２ 企業防災の促進（県総合政策局、県商工労働部、市町村） 

    (略) 
３ (略) 

 
１ 地域における自主防災組織の充実（県危機管理局、市町村） 

 
２ 企業防災の促進（県危機管理局、県商工労働部、市町村） 

 

 
県機構改革
に伴う修正 
県機構改革
に伴う修正 
 

第３ 防災訓練の充実 
    (略) 
また、訓練の実施にあたっては、訓練の目的を具体的に設定し

た上で、被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定し
た訓練効果が得られるように、昼間人口・夜間人口の違いなど住
民の生活実態も勘案しながら、訓練参加者・実施時間、使用する
器材等の訓練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自身
の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよ
う工夫する。 
 
 
 
 

 なお、訓練後は評価を行い、課題を明らかにし、必要に応じて
改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるものとする。 
１ 総合防災訓練（県総合政策局、市町村） 
 
２～３ (略) 
(追加) 

 

 
 
また、訓練の実施にあたっては、訓練の目的を具体的に設定し

た上で、被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定し
た訓練効果が得られるように、昼間人口・夜間人口の違いなど住
民の生活実態も勘案しながら、訓練参加者・実施時間、使用する
器材等の訓練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自身
の判断も求められる内容を盛り込む、大規模広域災害時に円滑な
広域避難が可能となるように関係機関と連携するなど実践的な
ものとなるよう工夫する。また、新型コロナウイルス感染症を含
む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染
症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するもの
とする。 
なお、訓練後は評価を行い、課題を明らかにし、必要に応じて

改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるものとする。 
１ 総合防災訓練（県危機管理局、市町村） 

 
 
４ 防災訓練における要配慮者への配慮 

県、市町村、防災関係機関、地域住民等が防災訓練を実施
する際には、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の
要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体
制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズ
の違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものと
する。県及び市町村は、災害発生後に、指定避難所や仮設住
宅，ボランティアの活動場所等において、被災者や支援者が
性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は
許されない」意識の普及、徹底を図るものとする。 

 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第４ 要配慮者の安全確保 
１ 要配慮者対策（県総合政策局、県厚生部、市町村） 
（１）避難行動要支援者の支援 
ア 避難支援体制の整備 

避難行動要支援者の避難支援体制を整備するため、市町
村においては、市町村地域防災計画に避難行動要支援者名
簿に掲載する者の範囲や避難支援等関係者となる者等を
定めるとともに、国の「避難行動要支援者の避難行動支援
に関する取組指針」を踏まえ、全体計画の策定、避難行動
要支援者名簿の作成、避難行動要支援者一人ひとりの支援
方法、避難経路などを盛り込んだ個別計画を策定するよう
努める。県においては、市町村の避難行動要支援者の避難
支援体制の整備が進むよう市町村を支援する。 
（追加） 

 
 
 

 
 
 

イ 避難行動要支援者名簿の作成 
市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局

と福祉担当部局との連携の下、平常時より避難行動要支援
者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成す
る。 また、避難行動要支援者名簿については、地域にお
ける避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とす
る事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新す
るとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても
名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理
に努める。 
(追加) 

 
 
 
 

 
１ 要配慮者対策（県危機管理局、県厚生部、市町村） 

 
 

避難行動要支援者の避難支援体制を整備するため、市町
村においては、市町村地域防災計画に避難行動要支援者名
簿に掲載する者の範囲や避難支援等関係者となる者等を定
めるとともに、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関
する取組指針」を踏まえ、全体計画の策定、避難行動要支援
者名簿の作成、避難行動要支援者一人ひとりの支援方法、避
難経路などを盛り込んだ個別避難計画を策定するよう努め
る。県においては、市町村の避難行動要支援者の避難支援体
制の整備が進むよう市町村を支援する。 
市町村は，個別避難計画が作成されている避難行動要支

援者が居住する地区において，地区防災計画を定める場合
は，地域全体での避難が円滑に行われるよう，個別避難計画
で定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支
援内容を整理し，両計画の整合が図られるよう努めるもの
とする。また，訓練等により，両計画の一体的な運用が図ら
れるよう努めるものとする。 

 
市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局

や福祉担当部局など関係部局の連携の下、平常時より避難
行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名
簿を作成する。また、避難行動要支援者名簿については、
地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を
必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的
に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合に
おいても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適
切な管理に努める。 
そして、市町村は、福祉専門職、社会福祉協議会、民生

委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携し
て、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意
を得て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。
また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況

 
県機構改革
に伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 

また、市町村は、避難支援等に携わる関係者として市町村
地域防災計画に定めた消防機関、警察、民生委員・児童委員、
社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者
本人の同意を得ることにより、または、当該市町村の条例の
定めにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供する
とともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者
に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整
備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、名簿情報の漏え
いの防止等必要な措置を講ずる。 
(追加) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ (略) 
（２）要配慮者の支援 
ア (略) 
イ 在宅の要配慮者対策 

の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方
法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応
じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合
においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難
計画情報の適切な管理に努めるものとする。 
また、市町村は、市町村地域防災計画に定めるところ 

により、消防機関、警察、福祉専門職、民生委員・児童委
員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わ
る関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意、または、
当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ避難
行動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力
を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整
備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を
一層図る。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置
を講ずる。 
市町村は、市町村地域防災計画に定めるところにより、

消防機関、警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、
自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避難
行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、または、
当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別
計画を提供するものとする。その際、個別避難計画情報の
漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 
市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要

支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施され
るよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要
な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難
支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。 
市町村は、地区防災計画が定められている地区におい

て、個別避難計画を作成する場合は、地区防災計画との整
合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、
両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
市町村は、在宅の高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など

の要配慮者が、発災時に速やかに避難できるよう日頃から
の防災知識の普及、啓発に努める。 

２ (略) 
３ 外国人の安全確保対策（県総合政策局、県観光・交通振興
局、市町村） 

  （略） 

市町村は、在宅の高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など
の要配慮者が、災害時に速やかに避難できるよう日頃から
の防災知識の普及、啓発に努める。 

 
３ 外国人の安全確保対策（県危機管理局、県地方創生局、県
生活環境文化部、市町村） 

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
県機構改革
に伴う修正 

第９節 （略）   
第２章 災害応急対策   
第１節 予警報の伝達 
気象及び水防に関する予警報の種類、発表基準を明らかにする

とともに、これらの伝達系統、手段等の伝達体制の周知徹底を図
るものとする。 
 また、国及び県は避難勧告等の発令基準に活用する防災気象情
報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう，５段階の警戒レベ
ル相当情報として区分し，住民の自発的な避難判断等を促すもの
とする。 
 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
気象及び水防に関する予警報の種類、発表基準を明らかにする

とともに、これらの伝達系統、手段等の伝達体制の周知徹底を図
るものとする。 
 また、国及び県は避難指示等の発令基準に活用する防災気象情
報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう，５段階の警戒レベ
ル相当情報として区分し，住民の自発的な避難判断等を促すもの
とする。 
  

 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
対策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
愛称等の変
更のため 
 

 
第１

気象に関する予警
報の種類及び発令
基準

１　警戒レベルを用いた防災情報
　　の提供

２　特別警報・警報・注意報

３　大雨警報・洪水警報キキクル
　　（危険度分布）

４　早期注意情報

５　富山気象情報

６　土砂災害警戒情報

７　記録的短時間大雨情報

８　竜巻注意情報

９　指定河川洪水予報

第２

水防法に基づく水
防警報及び洪水予
報の種類、内容及
び発令基準

１　水防警報の発令及び洪水予報
　　の発令

２　水防警報及び洪水予報を行う
　　河川及びその区域

３　河川における水防警報の
　　種類、内容及び発令基準
４　海岸における水防警報の
　　種類、内容及び発令基準

５　洪水予報の種類と発表基準

第３
水防法に基づく特
別警戒水位到達情
報の通知基準

１　特別警戒水位到達情報の通知
　　及び周知

第４ 伝達体制 １　伝達体制

２　非常時の伝達体制

３　気象予警報等伝達系統図

予
警
報
の
伝
達

 

５ 富山気象情報

６ 土砂災害警戒情報

３ 気象予警報等伝達系統図

４
海岸における水防警報の種類、内容及び発
令基準

２ 非常時の伝達体制

竜巻注意情報

９ 指定河川洪水予報

予
警
報
の
伝
達

３
河川における水防警報の種類、内容及び発
令基準

第４ 伝達体制 １ 伝達体制

５ 洪水予報の種類と発表基準

第３
水防法に基づく特別警戒水位到達情
報の通知基準

１ 特別警戒水位到達情報の通知及び周知

７ 記録的短時間大雨情報

８

第２
水防法に基づく水防警報及び洪水予
報の種類、内容及び発令基準

１ 水防警報の発令及び洪水予報の発表

２
水防警報及び洪水予報を行う河川及びその
区域

４ 早期注意情報

３ 大雨警報・洪水警報の危険度分布等

第１
気象に関する予警報の
種類及び発表基準

１ 警戒レベルを用いた防災情報の提供

２ 特別警報・警報・注意報
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
第１ 気象に関する予警報の種類及び発表基準 
   （略） 
１ 警戒レベルを用いた防災情報の提供（富山地方気象台） 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居
住者等がとるべき行動」を５段階に分け、「居住者等がとるべ
き行動」と「当該行動を居住者等に促す情報」とを関連付ける
ものである。「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に
促す情報」及び「行動をとる際の判断に参考となる情報（警戒
レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベルに対応させること
で、出された情報からとるべき行動を直感的に理解できるよ
う、災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベルにより提供
する。 

 （追加） 
 
 
 
 
２ 特別警報・警報・注意報（富山地方気象台） 

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれ
のあるときには「注意報」が、重大な災害が起こるおそれの
あるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著し
く大きい場合には「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風
速、潮位等の予想値を時間帯ごとに明示して、県内の市町村
ごとに発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中小河川
の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等については、
実際に危険度が高まっている場所が「危険度分布」等で発表
される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテ
レビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効
果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村等をまとめ
た地域の名称を用いる場合がある。 

（１） （略） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識
を持ち、避難指示等が発令された場合はもちろんのこと、発
令される前であっても行政等が出す防災情報に十分留意し、
災害が発生する前に自らの判断で自発的に避難することが望
まれる。 

 
大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれの

あるときには「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあ
るときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく
大きい場合には「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速、
潮位等の予想値を時間帯ごとに明示して、県内の市町村ごと
に発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増
水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等については、実際
に危険度が高まっている場所が「キキクル（危険度分布）」等
で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場
合のテレビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔か
つ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村等をまと
めた地域の名称を用いる場合がある。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛称等の変
更のため 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
（２） 警報・注意報の種類及び発表基準 

 警報・注意報発表基準一覧表  令和 2年 8月 6日現在 

（略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
警報・注報発表基準一覧表  令和 3年 6月 8日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大雨警報、洪
水警報、大雨
注意報、洪水
注意報の基
準を R3/6/8
に変更した
ため 
 
 
大雨警報、洪
水警報、大雨
注意報、洪水
注意報の基
準を R3/6/8
に変更した
ため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別表１）大雨警報基準

市町村等を

まとめた地域

富山市 14 100

舟橋村 14 －

上市町 16 113

立山町 14 108

魚津市 18 122

滑川市 12 122

黒部市 13 115

入善町 14 104

朝日町 14 104

高岡市 16 120

氷見市 16 120

小矢部市 16 123

射水市 18 125

砺波市 14 115

南砺市 10 96

東部北

西部北

西部南

　　　令和3年6月8日現在

市町村等
表面雨量指
数基準

土壌雨量指
数基準

東部南

（別表１）大雨警報基準

市町村等を

まとめた地域

富山市 14 100

舟橋村 14 －

上市町 16 113

立山町 14 108

魚津市 15 122

滑川市 12 122

黒部市 13 115

入善町 14 104

朝日町 14 104

高岡市 16 120

氷見市 16 120

小矢部市 16 123

射水市 18 125

砺波市 14 115

南砺市 10 96

東部北

西部北

西部南

　　　令和2年8月6日現在

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

東部南
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大雨警報、洪
水警報、大雨
注意報、洪水
注意報の基
準を R3/6/8
に変更した
ため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大雨警報、洪
水警報、大雨
注意報、洪水
注意報の基
準を R3/6/8
に変更した
ため 
 
 
 

 （別表２）洪水警報基準

令和3年6月8日現在

市町村等を

まとめた地

松川流域=4.7，井田川流域=26.6， 神通川流域=（8，59.9）， 常願寺川［大川寺］，

熊野川流域=22.3，いたち川流域=9， いたち川流域=（8，6.9）， 神通川［大沢野大橋・神通大橋］

古川流域=4，土川流域=8.9， 坪野川流域=（8，2.9）

太田川流域=5.4，坪野川流域=3.9，

山田川流域=18，磯川流域=2.4,

白岩川流域=21.2，下条川流域=2.2

舟橋村 白岩川流域=20.1 － 常願寺川［大川寺］

上市川流域=16.6, 白岩川流域=16.6，

大岩川流域=7.3

立山町 白岩川流域=13.9，栃津川流域=9.6 － 常願寺川［大川寺］

早月川流域=23.3，片貝川流域=20.1， 鴨川流域=（7，2.4），

鴨川流域=2.7，角川流域=13.4， 角川流域=（7，12），

布施川流域=13.2，大座川流域=5.3， 大座川流域=（7，4.7），

坊田川流域=2.7 坊田川流域=（7，2.4）

滑川市 早月川流域=23.5，上市川流域=18.5 － 常願寺川［大川寺］

吉田川流域=5.3，高橋川流域=7.1，

黒瀬川流域=8.6，片貝川流域=21,

布施川流域=13.5

入善町 入川流域=4.7，舟川流域=7.6 － 黒部川［愛本（下流）］

境川流域=20.6，笹川流域=9.2，

木流川流域=5.1，小川流域=21.2，

舟川流域=9,山合川流域＝6.6

千保川流域=9.6，祖父川流域=6.1， 和田川流域=（8，5.6）， 庄川［小牧・大門］，

中川流域=4.7，岸渡川流域=6.6， 千保川流域=（14，8.6） 小矢部川［石動・長江］

子撫川流域=10,和田川流域=9.6

神代川流域=4.6，脇之谷内川流域=5.3，

宇波川流域=7.5，阿尾川流域=11.5，

余川川流域=11.1，上庄川流域=15.8，

仏生寺川流域=11.7，泉川流域=4.4

子撫川流域=16.5，横江宮川流域=10.1， 庄川［小牧］

渋江川流域=15.1 小矢部川［津沢・石動・長江］

和田川流域=13.7，新堀川流域=10， 神通川［神通大橋］，

下条川流域=12.4 庄川［小牧・大門］，

小矢部川［長江］

庄川流域=55.6，和田川流域=9.9， 庄川［小牧］，

坪野川流域=8.1，千保川流域=4.8， 小矢部川［津沢］

祖父川流域=5.4，岸渡川流域=2.9，

黒石川流域=5.1，横江宮川流域=8.5，

荒又川流域=6.6

小矢部川流域=22.7，渋江川流域=7.1， 小矢部川流域=（7，20.4）， 庄川［小牧］，

旅川流域=12.2，山田川流域=14.6， 山田川流域=（6，13.3） 小矢部川［津沢］

大井川流域=9.6,池川流域=8 池川流域=（7,7.2）

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 指定河川洪水予報による基準

東部南

富山市

上市町 － 常願寺川［大川寺］

東部北

魚津市 －

黒部市 － 黒部川［愛本・愛本（下流）］

朝日町 － 黒部川［愛本（下流）］

－

小矢部市 －

射水市 －

西部南

砺波市 －

南砺市

西部北

高岡市

氷見市 余川川流域=（8，10.5）

 （別表３）大雨注意報基準 令和3年6月8日現在

市町村等を
まとめた地域

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

富山市 11 83

舟橋村 10 113

上市町 11 93

立山町 8 89

魚津市 9 100

滑川市 8 100

黒部市 9 94

入善町 9 85

朝日町 11 85

高岡市 10 82

氷見市 10 82

小矢部市 9 84

射水市 10 86

砺波市 9 81

南砺市 8 68

東部南

東部北

西部北

西部南

（別表３）大雨注意報基準 令和２年８月６日現在

市町村等を
まとめた地域

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

富山市 11 75

舟橋村 10 108

上市町 11 93

立山町 8 88

魚津市 9 85

滑川市 8 88

黒部市 9 85

入善町 9 85

朝日町 11 90

高岡市 10 86

氷見市 10 78

小矢部市 9 102

射水市 10 104

砺波市 8 83

南砺市 8 83

東部南

東部北

西部北

西部南

（別表２）洪水警報基準

令和2年8月6日現在

市町村等を

まとめた地域

松川流域=3.2，井田川流域=26.6， 神通川流域=（8，58.6）， 常願寺川［大川寺］，

熊野川流域=22.5，いたち川流域=9.3， いたち川流域=（8，7.2）， 神通川［大沢野大橋・神通大橋］

古川流域=3，土川流域=9， 坪野川流域=（8，3.3）

太田川流域=5.7，山田川流域=18，

坪野川流域=4.5，白岩川流域=21.7，

下条川流域=3.2，磯川流域=2.4

舟橋村 白岩川流域=20.7 － 常願寺川［大川寺］

早月川流域=20.4，上市川流域=15.9，

白岩川流域=16.7，大岩川流域=7.7

立山町 白岩川流域=13.8，栃津川流域=9.5 － 常願寺川［大川寺］

早月川流域=23.4，片貝川流域=20， 鴨川流域=（7，3.6），

鴨川流域=4，角川流域=13.6， 角川流域=（7，12.2），

布施川流域=13，大座川流域=6.3， 大座川流域=（7，5.6），

坊田川流域=3.3 坊田川流域=（7，2.9）

滑川市 早月川流域=23.6，上市川流域=18.4 － 常願寺川［大川寺］

吉田川流域=3.9，高橋川流域=7.1，

黒瀬川流域=8.6，片貝川流域=20.9，

布施川流域=13.3

入善町 入川流域=4.7，舟川流域=7.6 － 黒部川［愛本（下流）］

境川流域=20.6，笹川流域=9.2，

木流川流域=4.1，小川流域=21.3，

舟川流域=8.5

和田川流域=7.7，千保川流域=8.6， 和田川流域=（8，6.9）， 庄川［小牧・大門］，

祖父川流域=5.5，中川流域=4.6， 千保川流域=（8，7.7） 小矢部川［石動・長江］

岸渡川流域=6.4，子撫川流域=10.3

神代川流域=5.7，脇之谷内川流域=6.2，

宇波川流域=7.5，阿尾川流域=11.5，

余川川流域=11.1，上庄川流域=16.6，

仏生寺川流域=11.9，泉川流域=4.9

子撫川流域=16.8，横江宮川流域=9.5， 庄川［小牧］

渋江川流域=15.1 小矢部川［津沢・石動・長江］

和田川流域=13.8，新堀川流域=10.1， 神通川［神通大橋］，

下条川流域=12.4 庄川［小牧・大門］，

小矢部川［長江］

庄川流域=55.6，和田川流域=9.9， 庄川［小牧］，

坪野川流域=8.1，千保川流域=5， 小矢部川［津沢］

祖父川流域=2.7，岸渡川流域=2.9，

黒石川流域=5.4，横江宮川流域=7.9，

荒又川流域=5.3

小矢部川流域=24.6，渋江川流域=7.1， 小矢部川流域=（6，22.1）， 庄川［小牧］，

旅川流域=12.5，山田川流域=13.4， 山田川流域=（6，13.3） 小矢部川［津沢］

大井川流域=9.6

射水市 －

西部南

砺波市 －

南砺市

西部北

高岡市

氷見市 余川川流域=（8，10.5）

－ 黒部川［愛本（下流）］

－

小矢部市 －

東部北

魚津市

複合基準＊1 指定河川洪水予報による基準

東部南

富山市

上市町 － 常願寺川［大川寺］

市町村等 流域雨量指数基準

－

黒部市 － 黒部川［愛本・愛本（下流）］

朝日町
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（別表５） （略） 

 

 

 

 
大雨警報、洪
水警報、大雨
注意報、洪水
注意報の基
準を R3/6/8
に変更した
ため 
 

【警報・注意報基準一覧表の解説】   

（別表４）洪水注意報基準 令和2年8月6日現在

市町村等を

まとめた地域
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 指定河川洪水予報による基準

富山市 松川流域=2.5，井田川流域=21.2，

熊野川流域=18，いたち川流域=7.4，

古川流域=2.4，土川流域=7.2，

太田川流域=4.5，山田川流域=14.4，

坪野川流域=3.6，白岩川流域=17.3，

下条川流域=2.5, 磯川流域=1.9

神通川流域=（7，52.7），

いたち川流域=（5，5.5），

古川流域=（5，1.7），

土川流域=（9，5.7），

坪野川流域=（7，2.9），

下条川流域=（5，2.5）,

磯川流域=（9, 1.9）

常願寺川［大川寺］，

神通川［大沢野大橋・神通大橋］

舟橋村 白岩川流域=16.5 － －

上市町 早月川流域=16.3，上市川流域=12.7，

白岩川流域=13.3，大岩川流域=6.1

－ －

立山町 白岩川流域=11，栃津川流域=7.6 － 常願寺川［大川寺］

魚津市 早月川流域=18.7，片貝川流域=16，

鴨川流域=3.2，角川流域=10.8，

布施川流域=10.4，大座川流域=5,

坊田川流域=2.6

鴨川流域=（5，3.2）,

角川流域=（5, 10.8）,

大座川流域=（5 ,5）,

坊田川流域=（5，2.6）

－

滑川市 早月川流域=18.8，上市川流域=14.7 － －

黒部市 吉田川流域=3.1，高橋川流域=5.6，

黒瀬川流域=6.8，片貝川流域=16.7，

布施川流域=10.6

高橋川流域=（6，4.5） 黒部川［愛本・愛本（下流）］

入善町 入川流域=3.7，舟川流域=6 － 黒部川［愛本（下流）］

朝日町 境川流域=16.4，笹川流域=7.3，

木流川流域=3.2，小川流域=17，

舟川流域=6.8

－ －

高岡市 和田川流域=6.1，千保川流域=6.8，

祖父川流域=4.4，中川流域=3.6，

岸渡川流域=5.1，子撫川流域=8.2

和田川流域=（5，6.1），

千保川流域=（5，6.6）

庄川［小牧・大門］，

小矢部川［長江］

氷見市 神代川流域=4.5，脇之谷内川流域=4.9，

宇波川流域=6，阿尾川流域=9.2，

余川川流域=8.8，上庄川流域=13.2，

仏生寺川流域=9.5，泉川流域=3.9

神代川流域=（5，4.5），

脇之谷内川流域=（5 , 4.9）,

宇波川流域=（7，4.1），

余川川流域=（8, 8.8）,

上庄川流域=（9，13.2），

泉川流域=（5，3）

－

小矢部市 子撫川流域=13.4，横江宮川流域=7.6，

渋江川流域=12

横江宮川流域=（5，7.6），

渋江川流域=（5，12）

小矢部川［津沢・石動・長江］

射水市 和田川流域=11，新堀川流域=8，

下条川流域=9.9

和田川流域=（7，7.8） 庄川［大門］，

小矢部川［長江］

砺波市 庄川流域=44.4，和田川流域=7.9，

坪野川流域=6.4，千保川流域=4，

祖父川流域=2.1，岸渡川流域=2.3，

黒石川流域=4.3，横江宮川流域=6.3，

荒又川流域=4.2

岸渡川流域=（5，2）， 庄川［小牧］

南砺市 小矢部川流域=19.6，渋江川流域=5.6，

旅川流域=10，山田川流域=10.7，

大井川流域=7.6

小矢部川流域=（5，19.6），

旅川流域=（6，8），

山田川流域=（5，10.7），

大井川流域=（5，7.6）

小矢部川［津沢］

※1　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す。

東部南

東部北

西部北

西部南

（別表４）洪水注意報基準 令和3年6月8日現在

市町村等を

まとめた地

域

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準

富山市 松川流域=2.4，井田川流域=21.2，

熊野川流域=17.8，いたち川流域=7.2，

古川流域=3.2，土川流域=7.1，

太田川流域=4.3，山田川流域=14.4，

坪野川流域=3.1，白岩川流域=16.9，

下条川流域=21.7, 磯川流域=1.9

神通川流域=（5，53.9），

松川流域=（7,2.4）,

いたち川流域=（5，5.4），

土川流域=（9，5.6），

坪野川流域=（7，2.6），

磯川流域=（5,1.9）

下条川流域=（9，1.4）

常願寺川［大川寺］，

神通川［大沢野大橋・神通大橋］

舟橋村 白岩川流域=16 － －

上市町 上市川流域=12.9，白岩川流域=13.2，

大岩川流域=5.8

－ －

立山町 白岩川流域=11.1，栃津川流域=7.6 － 常願寺川［大川寺］

魚津市 早月川流域=18.6，片貝川流域=16，

鴨川流域=2.1，角川流域=10.7，

布施川流域=10.5，大座川流域=4.2,

坊田川流域=2.1

鴨川流域=（5，2.1）,

角川流域=（7,8.6）,

大座川流域=（5,4.2）,

坊田川流域=（5，2.1）

－

滑川市 早月川流域=18.8，上市川流域=14.8 － －

黒部市 吉田川流域=4.2，高橋川流域=5.6，

黒瀬川流域=6.8，片貝川流域=16.8，

布施川流域=10.8

高橋川流域=（9，4.5） 黒部川［愛本・愛本（下流）］

入善町 入川流域=3.7，舟川流域=6 － 黒部川［愛本（下流）］

朝日町 境川流域=16.4，笹川流域=7.3，

木流川流域=4，小川流域=16.9，

舟川流域=7.2, 山合川流域=5.2

－ －

高岡市 千保川流域=7.6，祖父川流域=4.8，

中川流域=3.7，岸渡川流域=5.2，

子撫川流域=8, 和田川流域=5

千保川流域=（5，6.8）,

和田川流域=（5，5）

庄川［小牧・大門］，

小矢部川［長江］

氷見市 神代川流域=3.6，脇之谷内川流域=4.2，

宇波川流域=6，阿尾川流域=9.2，

余川川流域=8.8，上庄川流域=12.6，

仏生寺川流域=9.3，泉川流域=2.4

神代川流域=（8，2.9），

脇之谷内川流域=（5 , 4.2）,

宇波川流域=（7，4.1），

余川川流域=（8, 8.8）,

上庄川流域=（8，12.6），

仏生寺川流域=（5,9.3）,

泉川流域=（9，2.4）

－

小矢部市 子撫川流域=13.2，横江宮川流域=8，

渋江川流域=12

横江宮川流域=（5，7.9），

渋江川流域=（5，12）

小矢部川［津沢・石動・長江］

射水市 和田川流域=10.9，新堀川流域=8，

下条川流域=9.9

和田川流域=（7，7.9）

新堀川流域=（8,6.4）

庄川［大門］，

小矢部川［長江］

砺波市 庄川流域=44.4，和田川流域=7.9，

坪野川流域=6.4，千保川流域=3.8，

祖父川流域=4.3，岸渡川流域=2.3，

黒石川流域=4，横江宮川流域=6.8，

荒又川流域=5.2

岸渡川流域=（5，2.1） 庄川［小牧］

南砺市 小矢部川流域=18.1，渋江川流域=5.6，

旅川流域=9.7，山田川流域=11.6，

大井川流域=7.6, 池川流域=6.4

小矢部川流域=（5，18.1），

旅川流域=（7，7.8），

山田川流域=（5，10.7），

大井川流域=（5，7.6）,

池川流域=（5,6.4）

小矢部川［津沢］

※1　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す。

東部南

東部北

西部北

西部南
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（１）〜（２） （略） 
（追加） 

 
 
 
 
（３）大雨、洪水、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、強

風注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における
「○○以上」の「以上」を省略した。また、乾燥注意報、
濃霧注意報では、基準における「○○以下」の「以下」を
省略した。なお、上記以外の注意報では、基準の表記が多
岐にわたるため、省略は行っていない。 

（４）〜（５） （略） 
（６）大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想

される場合は「大雨警報（浸水害）」、土壌雨量指数基準に
達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基
準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸
水害）」として発表するため、大雨警報の欄中、（浸水害）
は「大雨警報（浸水害）」、（土砂災害）は「大雨警報（土砂
災害）」の基準をそれぞれ示している。 

（７）〜（14） （略） 
 
３ 大雨警報・洪水警報の危険度分布等（富山地方気象台） 

種  類 概  要 

大雨警報（土砂災

害）の危険度分布

（土砂災害警戒判定

メッシュ情報） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測

を、地図上で１km四方の領域ごとに５段階に色分け

して示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨

量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新してお

り、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が

発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的

に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃

い紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

 
（３）波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意

報、風雪注意報、濃霧注意報、記録的短時間大雨情報の（）
内は基準として用いる気象要素を示す。なお、府県予報区、
一次細分区域及び市町村等をまとめた地域で取り扱いが
異なる場合は、個々の欄に付記している。 

（４）大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警
報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報及び記録的短時
間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省
略した。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準におけ
る「…以下」の「以下」を省略した。なお、上記以外の注
意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行って
いない。 

（５）〜（６） （略） 
（７）大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想

される場合は「大雨警報（浸水害）」、土壌雨量指数基準に
達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基
準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸
水害）」として発表する。 

 
（８）〜（15） （略） 

 
 

種  類 概  要 

土砂キキクル（大雨

警報（土砂災害）の

危険度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測

を、地図上で１km四方の領域ごとに５段階に色分け

して示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨

量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新してお

り、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が

発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的

に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃

い紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒

レベル４に相当。 

 
気象庁 HPの
記述にあわ
せる 
 
 
 
 
気象庁 HPの
記述にあわ
せる 
 
 
 
気象庁 HPの
記述にあわ
せる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句修正 
 
 
 
より具体的
な記述に変
更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる

警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

大雨警報（浸水害）

の危険度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予

測を、地図上で１km四方の領域ごとに５段階に色分

けして示す情報。 

１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10

分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発

表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に

確認することができる。 

洪水警報の危険度分

布 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水

位周知河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度

の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１kmご

とに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの

流域雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新し

ており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危

険度が高まるかを面的に確認することができる。  

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる

警戒レベル４に相当。  

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる

警戒レベル３に相当。  

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測

値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象とし

て、上流域での降雨によって、下流の対象地点の洪

水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。６時間

先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取

り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下る

量を計算して指数化した「流域雨量指数」につい

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避

難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル（大雨

警報（浸水害）の危

険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予

測を、地図上で１km四方の領域ごとに５段階に色分

けして示す情報。 

１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10

分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発

表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に

確認することができる。 

洪水キキクル（洪水

警報の危険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水

位周知河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度

の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１kmご

とに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの

流域雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新

しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで

危険度が高まるかを面的に確認することができる。  

・「非常に危険」（うす紫）：危険な場所からの避

難が必要とされる警戒レベル４に相当。  

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避

難が必要とされる警戒レベル３に相当。  

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測

値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象とし

て、上流域での降雨によって、下流の対象地点の洪

水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。６時間

先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取

り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下る

量を計算して指数化した「流域雨量指数」につい

て、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度

 
字句修正 
 
 
 
 
 
字句修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句修正 
 
 
より具体的
な記述に変
更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
て、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度

を色分けし時系列で表示したものを、常時 10分ごと

に更新している。 
   
４ 早期注意情報（警報級の可能性）（富山地方気象台） 

   ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段
階で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切っ
て、天気予報の対象地域と同じ発表単位（富山県東部など）
で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の
対象地域と同じ発表単位（富山県）で発表される。大雨に関
して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されている場合
は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベ
ル１である。 

 
５ 富山県気象情報（富山地方気象台） 
  気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立っ
て注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表さ
れた後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表
する。 

   
 
 
 
 
６ 土砂災害警戒情報（県土木部、富山地方気象台） 
  大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害
がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村
長の避難勧告の発令判断や住民の自主避難の判断を支援す
るため、対象となる発表地域を特定して警戒を呼びかける情
報で、県と富山地方気象台から共同で発表される。 
市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は大雨警報

（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）
で確認することができる。避難が必要とされる警戒レベル４
に相当。 
（略） 

を色分けし時系列で表示したものを、常時 10分ご

とに更新している。 

 
 
５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発 
表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報 
の対象地域と同じ発表単位（富山県東部など）で、２日先から５ 
日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単 
位（富山県）で発表される。大雨に関して、[高]又は[中]が予想 
されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示 
す警戒レベル１である。 
 
 
５ 富山県気象情報（富山地方気象台） 
  気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立っ
て注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表さ
れた後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表
する。 

   大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、
線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続い
ているときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解
説する「顕著な大雨に関する富山県気象情報」という表題の
気象情報が府県気象情報等として発表される。 

 
大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災

害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市
町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を
支援するため、対象となる発表地域を特定して警戒を呼び
かける情報で、県と富山地方気象台が共同で発表する。  

市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キ
キクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認する
ことができる。避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
顕著な大雨
に関する情
報に関して
追記 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 
字句修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 ７ 記録的短時間大雨情報（気象庁） 
  県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時
間の大雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レ
ーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに、府
県気象情報の一種として発表する。 
この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中

小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈
な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高
まっている場所について、警報の「危険度分布」で確認する
必要がある。 

 
 
 ８ 竜巻注意情報（気象庁） 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激
しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発
表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生し
やすい気象状況になっているときに、一次細分区域単位で
発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所につい
ては竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。
また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があっ
た地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発
生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が一
次細分区域単位で発表される。この情報の有効期間は、発表
から概ね１時間である。 

 
 ９ 指定河川洪水予報（富山地方気象台、北陸地方整備局） 

河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民 の
避難行動の参考となるように、あらかじめ指定した河川につ
いて、区間を決めて水位又は流量を示して発表する警報及び
注意報であり、常願寺川・神通川・庄川及び小矢部川洪水予
報については、富山河川国道事務所と富山地方気象台が共同
で、黒部川洪水予報については、黒部河川事務所と富山地方
気象台が共同で発表する。 

   （追加） 

 
 

県内で、大雨警報発表中に、キキクル（危険度分布）の「非
常に危険」（うす紫）が出現し、かつ数年に一度程度しか発
生しないような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計
による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み
合わせた分析)したときに、府県気象情報の一種として発表
する。 
この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中

小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛
烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度
が高まっている場所について、警報の「キキクル（危険度分
布）」で確認する必要がある。 

 
積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激

しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発
表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生し
やすい気象状況になっているときに、天気予報の対象地域
と同じ発表単位（富山県東部、富山県西部）で発表する。な
お、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生
確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目
撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、
その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが
非常に高まっている旨を付加した情報を天気予報の対象地
域と同じ発表単位（富山県東部、富山県西部）で発表する。
この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

また、令和２年３月にとりまとめられた河川・気象情報の

 
 
 
基準の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句修正 
 
 
 
 
 
字句修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

改善に関する検証報告書に基づき、国土交通省と共同で指
定河川洪水予報を実施する河川においては、大雨特別警報
の解除後の氾濫への警戒を促すため、大雨特別警報を警報
等に切り替える際、切り替え以降に河川氾濫の危険性が高
くなると予測した場合等に臨時の指定河川洪水予報を発表
する。この情報は、府県気象情報のページに掲載する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

運用見直し
に伴う追記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 
字句修正 
 
 
 
 
字句修正 
 

第２ 水防法に基づく特別警戒水位到達情報の通知基準 
１〜４ （略） 
５ 洪水予報の種類と発表基準（北陸地方整備局、県土木部） 

 
（１）〜（２） （略） 
（３）情 報 注意報及び警報の補足説明又は軽微な修正を必

要とするとき。 
 

 
 
５ 洪水予報の種類と発表基準（北陸地方整備局、富山地方気

象台） 
 

（削除） 

富山県内の洪水
予報は河川事務
所と気象台で行
っているため修
正 
洪水予報に「情
報」はないため
削除 

第３ （略）   

種　類 標題 概  要

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。災

害がすでに発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる

必要があることを示す警戒レベル５に相当。

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態が継続している

ときに発表される。

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対する対

応を求める段階であり、避難勧告等の発令の判断の参考とする。避難が

必要とされる警戒レベル４に相当。

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更に水位

の上昇が見込まれるときに発表される。

避難準備・高齢者等避難開始の発令の判断の参考とする。高齢者等の避

難が必要とされる警戒レベル３に相当。

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位

以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき、避難判断水位

に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

洪水警報

氾 濫 発 生情

報

氾 濫 危 険情

報

氾 濫 警 戒情

報

洪水注意報
氾 濫 注 意情

報

種　類 標題 概  要

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。災害

がすでに発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる必要

があることを示す警戒レベル５に相当。

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態が継続していると

きに発表される。

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対する対応

を求める段階であり、避難指示等の発令の判断の参考とする。危険な場所

からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更に水位の

上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回った

とき（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える状態

が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く）に発

表される。

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等の避難が必要とされる

警戒レベル３に相当。

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位以

上でかつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき、避難判断水位に達

したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。

ハザードマップによる災害リスク等を再確認等、避難に備え自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

洪水警報

氾 濫 発 生情

報

氾 濫 危 険情

報

氾 濫 警 戒情

報

洪水注意報
氾 濫 注 意情

報
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第４ 伝達体制 
１  伝達体制（富山地方気象台、県総合政策局、県土木部、市
町村） 

（１）〜（４） （略） 
（５） 土砂災害警戒情報伝達系統図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土砂災害警
戒情報の実
施要領を変
更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富山県土木部 

（砂防課） 

富山県危機管理局 

（防災・危機管理課） 

富山地方気象台 

NHK富山放送局 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 

３ 気象予警報等伝達系統図（各防災関係機関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

凡例            法令（気象業務法等）による通知系統 
               法令（気象業務法等）による公衆等への周知依頼及び
周知系統 
              法令（気象業務法等）による特別警報発表時における、

通知の義務  または、周知の措置の義務 
               地域防災計画、行政協定、その他による伝達系統 
 △ 加入電話・ＦＡＸ 

 ◇ 無線電話・ＦＡＸ 

 □ 富山県総合防災情報システム 
 

 
 
気象台から
直接伝達す
る機関への
伝達の記載
について、今
後は系統と
その根拠の
みとし、伝達
手段は省略
するため変
更 

第２節 災害未然防止活動の実施   
第１ （略）   
第２ 土砂災害対策 
１〜３ （略） 
４ 土砂災害警戒情報の通知及び活用（県土木部、富山地方気

象台、市町村） 
（１）県及び富山地方気象台の措置 

大雨警報（土砂災害）発表中に大雨による土砂災害のお
それが高まった時に、市町村長が避難勧告等を発令する際
の判断や住民の自主避難の参考にすることを目的に、県は
富山地方気象台と共同して、該当する市町村に土砂災害警
戒情報を発表し通知及び一般へ周知するとともに、避難勧

 
 
 
 
 

大雨警報（土砂災害）発表後、大雨による土砂災害のお
それが高まった時に、市町村長が避難指示を発令する際の
判断や住民の自主避難の参考にすることを目的に、県は富
山地方気象台と共同して、該当する市町村に土砂災害警戒
情報を発表し通知及び一般へ周知するとともに、避難指示

 
 
 
 
 
字句修正 
 
「避難指示」
と「避難勧
告」の一本化

 

県の機関□

消防本部□

□ 市町村

関係船舶

北陸地方整備局

鉄道会社

官
公
署

公
　
　
衆

富
山
地
方
気
象
台

関係河川事務所◇
電力会社

ＮＨＫ富山放送局

報道機関

伏木海上保安部

国土交通省富山河川国道事務所

●

ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ東日本

放送

放送等

富山県

総務省消防庁

●

◎

◎

◇

◇

●＊

●＊

●＊

●

◎

 ●* 気象情報伝送処理システム
● 防災情報提供ｼｽﾃﾑ（専用回線） 法令により、富山地方気象台か
△ 加入電話・ＦＡＸ ら警報事項を受領する機関
◇ 無線電話・ＦＡＸ
□ 富山県総合防災情報システム
◎ 防災情報提供ｼｽﾃﾑ（インターネット回線）

  

 

        

       

 

                           

                           放送 

                           放送等 

                           ◇ 

                           ◇ 

                            ◇ 

        

       

富 

山 

地 

方 

気 

象 

台 

 

富 山 県 

Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 又 は 東 日 本 

ＮＨＫ富山放送局 

報 道 機 関 

伏 木 海 上 保 安 部 

国土交通省富山河川国道事務所 

電 力 会 社 

鉄 道 会 社 

県 の 機 関 

消 防 本 部 

市 町 村 

□ 

□ 

□ 

関 係 船 舶 

北陸地方整備局 

関 係 事 務 所 

官
公
署 

住 
 
 
 
 
 

民 
総 務 省 消 防 庁 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
告等の発令の参考情報として、土砂災害警戒情報を補足す
る情報の提供に努めるものとする。 

５〜７ （略） 
８ 避難勧告等の解除のための助言（県土木部、北陸地方整備

局、市町村） 
（１）市町村の措置 

市町村は、避難勧告等（土砂災害が発生し、又は発生す 
るおそれがある場合に限る）を解除しようとする場合にお
いて、必要があると認めるときは、国又は県に対し、当該
解除に関する事項について助言を求めることができる。ま
た、そのための連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めてお
くとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準
備を整えておくものとする。 

等の発令の参考情報として、土砂災害警戒情報を補足する
情報の提供に努めるものとする。 

 
８ 避難指示等の解除のための助言（県土木部、北陸地方整備

局、市町村） 
 

市町村は、避難指示等（土砂災害が発生し、又は発生す
るおそれがある場合に限る）を解除しようとする場合にお
いて、必要があると認めるときは、国又は県に対し、当該
解除に関する事項について助言を求めることができる。ま
た、そのための連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めてお
くとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準
備を整えておくものとする。 

に伴う修正 
 
 
「避難指示」
と「避難勧
告」の一本化
に伴う修正 
 
 

第３節 応急活動体制   
第１ 県の活動体制 
１ 職員の非常配備・参集（県総合政策局） 

    (略) 
２ 県災害対策本部等の設置（県総合政策局） 
（１） (略) 
（２）組織 
ア 本部 
（ア）～（イ）  (略)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 職員の非常配備・参集（県危機管理局） 

 
２ 県災害対策本部等の設置（県危機管理局） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
県機構改革
に伴う修正 
県機構改革
に伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 

 
県災害対策本部組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ウ）～（オ）  (略) 
イ～ウ  (略) 
（３）～（５） (略) 
（６）災害対策本部室 

 ア～イ (略) 
 ウ 本部室には、総務班、管財班、広報班、災害救助班、医務

班、建設技術企画班、警備班、ボランティア班、航空運用調

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 本部室には、総務班、管財班、広報班、災害救助班、医務
班、建設技術企画班、警備班、県民生活・ボランティア班、

 

 

 

県機構改革
に伴う修正 
 

 

各部連絡員

避難者対策特別チーム

被災市町村支援チーム

災害医療対策チーム

航空運用調整班員

警備班員

ボランティア班員

危機管理部

総合政策部

観光・交通部

経営管理部

生活環境文化部

厚生部

本 部 員 会計管理者

公営企業管理者

危機管理監

本部長（知事） 副本部長（副知事）

経理部

文教部

各部局長

教育長

警察本部長

企業局長 商工労働部

農林水産部

室 長

総務班員

管財班員

医務班員

建設技術企画班員

公営企業部

（副知事）

広報班員

災害救助班員

土木部

各
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
班

本部員会議

本 部 長

副 本 部 長

（知 事）

（危機管理監）

室 員

各班の班員

本　　部　　室

警察部

 

各部連絡員

避難者対策特別チーム

被災市町村支援チーム

災害医療対策チーム

航空運用調整班員

警備班員

県民生活・ボランティア班員

危機管理部

知事政策部

地方創生部

経営管理部

生活環境文化部

厚生部

本 部 員 会計管理者

危機管理監

各部局長

本部長（知事） 副本部長（副知事）

経理部

文教部

教育長

警察本部長

企業局長

商工労働部

農林水産部

室 長

総務班員

管財班員

医務班員

建設技術企画班員

公営企業部

（副知事）

広報班員

災害救助班員

土木部

各
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
班

本部員会議

本 部 長

副 本 部 長

（知 事）

（危機管理監）

室 員

各班の班員

本　　部　　室

警察部
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
整班及び本部長の指示する各班の班員若干名・各部連絡員並
びに本部室長が指名する避難者対策特別チーム、被災市町村
支援チーム及び災害医療対策チームを配置する。 

エ (略) 
（７）～（９） (略) 

航空運用調整班及び本部長の指示する各班の班員若干名・各
部連絡員並びに本部室長が指名する避難者対策特別チーム、
被災市町村支援チーム及び災害医療対策チームを配置する。 

第２～第３ (略)   

第４ 災害救援ボランティアの受入れ 
 大規模な災害が発生したときは、県の内外から救援ボラ
ンティアとして多数の参加が予想される。 
このため、県及び市町村は、ボランティア関係機関・団体

と連携し、災害救援ボランティア本部を設置して、救援ボラ
ンティアの円滑な受入と活動が効果的に行われるよう努め
るものとする。 
(追加) 
 
 
 

 １ ボランティア班の設置（県総合政策局） 
    (略) 
 ２ 富山県災害救援ボランティア本部の設置（県総合政策局） 
    (略) 
 ３～４ (略) 

 
 
 
 
 
 
 

ただし、災害救援ボランティアの受け入れ対象地域につい
ては新型コロナウイルス感染症等の感染状況を踏まえ適宜判
断するものとし、受け入れの際は必要な感染防止措置を講じ
るものとする。 
１ ボランティア班の設置（県危機管理局） 

 
２ 富山県災害救援ボランティア本部の設置（県生活環境文化

部） 
 

 
 
 
 
 
 
 
現状の新型
コロナウイ
ルス感染症
の状況に伴
う修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
 

第５ 帰宅困難者対策（県総合政策局、市町村） 第５ 帰宅困難者対策（県危機管理局、市町村） 県機構改革
に伴う修正 

第４節 情報の収集・伝達   

第１ 被害状況等の収集・伝達活動 
１～４ (略) 
５ 被害情報等の収集担当部班（室課）（県各部局） 

   被害情報等を収集する担当部班（室課）は次のとおりとす
る。 

 
被 害 項 目 担 当 部 班 備考（室課名） 

人的・家屋被害 総合政策部 総務班 防災・危機管理課 

（略）   

鉄道施設被害 観光・交通振興部 地域交通・新幹線政策班 総合交通政策室 

 
 
 
 
 
 
被 害 項 目 担 当 部 班 備考（室課名） 

人的・家屋被害 危機管理部 総務班 防災・危機管理課 

   

鉄道施設被害 地方創生部 地域交通・新幹線政策班 総合交通政策室 

 
 
 
 

 

 

 

 
県機構改革
に伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
空港施設被害 観光・交通振興部 航空政策班 総合交通政策室 

 
６ (略) 
７ 被害状況の報告（県総合政策局、市町村、各防災関係機関） 
  (略) 

空港施設被害 地方創生部 航空政策班 総合交通政策室 

 
 
７ 被害状況の報告（県危機管理局、市町村、各防災関係機関） 

 

 
 
県機構改革
に伴う修正 

第２ 通信連絡体制 
１ (略) 
２ 無線電話（県総合政策局、県経営管理部、ＮＴＴドコモ） 

   (略) 
３～４ (略) 

 
 
２ 無線電話（県危機管理局、県経営管理部、ＮＴＴドコモ） 

 

 

県機構改革
に伴う修正 
 

第３ 広報及び広聴活動 
１ 広報活動（各防災関係機関） 
（１）(略) 
（２）広報活動の内容 
ア（略） 
イ 地域災害広報 
（ア）発災直後の広報 
a～d （略） 
e避難の指示、勧告（避難地域の状況、指定緊急避難場所
及び指定避難所の開設状況等） 

f （略） 
（イ）～（オ） （略） 

（３）～（４） （略） 
（追加） 
 
 
 
 
 
２ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 

e 避難指示（避難地域の状況、緊急避難場所及び避難所の開
設状況等） 

 
 
 

（５）安否不明者等の氏名等公表 
災害時の安否不明者の氏名等公表については、「災害時に

おける安否不明者等の氏名等の公表に関するガイドライ
ン」に基づき、対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 
「災害時における
安否不明者等の氏
名等の公表に関す
るガイドライン」を
策定したことによ
る修正 
 

第５節 災害救助法の適用 
  

第１ 災害救助法の適用 
１ 災害救助法の適用基準 （県総合政策局） 

  （略） 

 
１ 災害救助法の適用基準 （県危機管理局） 

 

 
県機構改革
に伴う修正 



富山県地域防災計画（風水害編・火災編・個別災害編）新旧対照表 

- 42 - 
 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
２ 災害救助法の適用手続 （県総合政策局、市町村） 

  （略） 
第２ （略） 

２ 災害救助法の適用手続 （県危機管理局、市町村）  

第６節 広域応援要請   
第１ 相互協力 
１ 県の応援要請（県総合政策局） 
（１）～（２） （略） 
（３）国等の機関に対する職員派遣の要請及びあっせん要請 

ア 指定行政機関（指定地方行政機関を含む。）又は指定公
共機関（独立行政法人通則法第２条第２項に規定する特
定独立行政法人に限る。以下この節について同じ。）に対
する職員派遣要請 

（ア）～（エ） （略） 
（オ）被災市区町村応援職員確保システムに基づく応援の必

要性 
（カ） （略） 
イ （略） 

（４）～（５） （略） 
２ （略） 
３ 応援受入体制の確立（県総合政策局、市町村） 
（１） （略） 
（２）受入体制の確保 

    県及び市町村は、国、関係都道府県、市町村等との連絡
や応援受入れを速やかに行うための受援調整機能を担う
体制を定めるとともに、応援を速やかに受け入れるための
施設を指定するなど、受入体制を確立する。 

（追加） 
 
 
４ 他都道府県への応援・派遣（県総合政策局） 
（１）～（２） （略） 
（３）応援の実施 

県は、収集した被害情報に基づき応援の決定を行い、被 
災都道府県への職員の派遣、物資の供給の応援を実施す
る。その際、職員は派遣先において援助を受けることのな

 
１ 県の応援要請（県危機管理局） 

 
 
 
 
 
   
 
（オ）応急対策職員派遣制度に基づく応援の必要性 

 
 
 
 
 
 ３ 応援受入体制の確立（県危機管理局、市町村） 

 
 
県及び市町村は、国、関係都道府県、市町村等との連絡

や応援受入れを速やかに行うための受援調整機能を担う
体制を定めるとともに、応援を速やかに受け入れるための
施設を指定するなど、受入体制を確立する。 
また、県及び市町村は、会議室のレイアウトの工夫やテ

レビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な
空間の確保に配慮するものとする。 

４ 他都道府県への応援・派遣（県危機管理局） 
 
 

県は、収集した被害情報に基づき応援の決定を行い、被災
都道府県への職員の派遣、物資の供給の応援を実施する。そ
の際、職員は派遣先において援助を受けることのないよう、

県機構改革
に伴う修正 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
県機構改革
に伴う修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
いよう、食料、衣料から情報伝達手段に至るまで各自で賄
うことができる自己完結型の体制とする。 
（追加） 

 
 
 
 

食料、衣料から情報伝達手段に至るまで各自で賄うことがで
きる自己完結型の体制とする。 
また、県は，新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

のため，応援職員の派遣に当たっては，派遣職員の健康管理
やマスク着用等を徹底するものとする。 

 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第２ 応援要請 
１ 自衛隊の災害派遣（自衛隊、県総合政策局、市町村、各関
係機関） 

  （略） 
２ 広域消防応援（県総合政策局、市町村） 

  （略） 
３ （略） 
４ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等（県厚生部） 
  （略） 
５ （略） 

 
 １ 自衛隊の災害派遣（自衛隊、県危機管理局、市町村、各関

係機関） 
 
 ２ 広域消防応援（県危機管理局、市町村） 
 
 
 ４ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等（県危機管理局、県厚

生部） 
 

 

県機構改革
に伴う修正 
 

 

 

 

県機構改革
に伴う修正 
 

第７節 救助・救急活動   

第１ 救助活動 
１～５ （略） 
（追加） 

 

 
 
６ 感染症対策 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部
隊は，新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため，
職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

 

 

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第２ 救急活動 
１～３ （略） 
４ ヘリコプターの活用（県総合政策局、県警察本部、市町村） 

 
 
４ ヘリコプターの活用（県危機管理局、県警察本部、市町村） 

 
 
県機構改革
に伴う修正 

第３ 消防応援要請 
１ 県内他市町村への応援要請（県総合政策局、市町村） 

   （略） 
２ 緊急消防援助隊の出動要請（県総合政策局、市町村） 
  （略） 
３～５ （略） 

 
１ 県内他市町村への応援要請（県危機管理局、市町村） 

 
２ 緊急消防援助隊の出動要請（県危機管理局、市町村） 

 

 

県機構改革
に伴う修正 
 

 

 

第４ （略）   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第８節 （略）   

第９節 避難活動   

対策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第１ 避難の勧告、指示等及び誘導 第１ 避難指示等及び誘導 災対法改正
による修正 

１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告、指示の実施責
任者（伏木海上保安部、自衛隊、県総合政策局、県土木部、
県警察本部、市町村） 

１ 高齢者等避難、避難指示の実施責任者（伏木海上保安部、
自衛隊、県危機管理局、県土木部、県警察本部、市町村） 

 

災対法改正に

よる修正 

県機構改革

 

２

２ 危険動物の逸走対策

２ 長期にわたるメンタルヘルスケア

外国人の支援対策３

運送事業者への要請

第７ 精神保健対策 １ 被災者等のメンタルヘルスケア

第８ 飼養動物の保護等 １ 飼養されていた家庭動物の保護等

社会福祉施設等における要配慮者対策

基本的な考え

避難場所の周知

徒歩避難の原則

指定緊急避難場所及び指定避難所の運用

避難道路の運用

避難所の開設

避
　
難
　
活
　
動

第３ 津波からの避難 １

第１ 避難の勧告、指示及び誘導 １

指定緊急避難場所及び指定避難所並び
に避難道路の運用

第４

津波に関する避難の勧告、指示及び誘
導

第６ 要配慮者の支援

３

４

３

４

１

２

１

２

避難の勧告、指示の実施責任者

避難の勧告、指示

避難誘導

避難の勧告又は指示の内容

避難誘導

第５ 避難所の設置・運営

第２
１

２

市町村長による警戒区域の設定等

要配慮者対策

避難所の運営

２

３

４

住民、船舶に求められる津波からの避難等

２

被災者の他地区への移送

１

 

市町村長による警戒区域の設定等

要配慮者対策

避難所の運営

２

３

４

住民、船舶に求められる津波からの避難等

２

被災者の他地区への移送

１

避難の指示の実施責任者

避難の指示

避難誘導

避難の指示の内容

避難誘導

第５ 避難所の設置・運営

第２
１

２

第６ 要配慮者の支援

３

４

３

４

１

２

１

２

避
　
難
　
活
　
動

第３ 津波からの避難 １

第１ 避難の指示及び誘導 １

指定緊急避難場所及び指定避難所並び
に避難道路の運用

第４

津波に関する避難の指示及び誘導

基本的な考え

避難場所の周知

徒歩避難の原則

指定緊急避難場所及び指定避難所の運用

避難道路の運用

避難所の開設

運送事業者への要請

第７ 精神保健対策 １ 被災者等のメンタルヘルスケア

第８ 飼養動物の保護等 １ 飼養されていた家庭動物の保護等

社会福祉施設等における要配慮者対策２

２ 危険動物の逸走対策

２ 長期にわたるメンタルヘルスケア

外国人の支援対策３
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
   避難の勧告、指示等の実施責任者は次のとおりである。実

施責任者が不在の場合に備え、あらかじめ代理者の規定を整
備しておくものとする。実際に勧告又は指示等が行われたと
き、あるいは自主避難が行われたときは、関係機関は相互に
連絡を行うものとする。 

 
 実施責任者 措置 実施の基準 

避
難
準
備
等 

市町村長 要配慮者へ避

難行動の開始

を求める 

要配慮者等、特に避難行動に時間を要

する者が避難行動を開始しなければ

ならない段階であり、災害の発生する

可能性が高まったとき。 

避
難
勧
告 

市町村長又は知事 

（災害対策基本法第 60

条） 

知事は、市町村長がその

全部又は大部分の事務

を行うことができなく

なったとき。 

立退きの勧告

及び立退き先

の指示 

 災害が発生するおそれがある場合

において、特別な必要があると認めら

れるとき。 

  

避
難
の
指
示
等 

知事及びその命を受け

た職員又は水防管理者 

（水防法第 29条） 

立退きの指示  洪水、津波又は高潮によってはん濫

により著しい危険が切迫していると

認められるとき。 

知事及びその命を受け

た職員（地すべり等防止

法第 25条） 

立退きの指示  地すべりにより著しい危険が切迫

していると認められるとき。 

市町村長又は知事           

（災害対策基本法第 60

条） 

知事は、市町村長がその

全部又は大部分の事務

を行うことができなく

なったとき。 

立退き及び立

退き先の指示

及び屋内での

待避等の安全

確保措置 

 災害が発生するおそれが極めて高

い場合において、特別の必要があると

認められるとき。 

 

災害発生情報

の伝達 

 災害が実際に発生していることを

把握した場合に可能な範囲で発令す

る。 

警察官 

災害対策基本法第

61条 

警察官職務執行法

第４条 

海上保安官 

立退き及び立

退き先の指示

及び屋内での

待避等の安全

確保措置 

警告 

 市町村長が避難のため立退きを指

示することができないと認めるとき。 

 市町村長から要求があったとき。重

大な被害が切迫したと認めるときは、

警告を発し、又は特に急を要する場合

において危害を受けるおそれのある

   避難指示の実施責任者は次のとおりである。実施責任者が
不在の場合に備え、あらかじめ代理者の規定を整備しておく
ものとする。実際に避難指示が行われたとき、あるいは自主
避難が行われたときは、関係機関は相互に連絡を行うものと
する。 

 
 実施責任者 措置 実施の基準 

高
齢
者
等
避
難 

市町村長 要配慮者へ避

難行動の開始

を求める 

要配慮者等、特に避難行動に時間を要

する者が避難行動を開始しなければ

ならない段階であり、災害の発生する

可能性が高まったとき。 

削
除 

    

  

避
難
指
示
等 

知事及びその命を受け

た職員又は水防管理者 

（水防法第 29条） 

立退きの指示  洪水、津波又は高潮によって氾濫に

より著しい危険が切迫していると認

められるとき。 

知事及びその命を受け

た職員（地すべり等防止

法第 25条） 

立退きの指示  地すべりにより著しい危険が切迫

していると認められるとき。 

市町村長又は知事           

（災害対策基本法第 60

条） 

知事は、市町村長がその

全部又は大部分の事務

を行うことができなく

なったとき。 

立退き及び立

退き先の指示

及び屋内での

待避等の安全

確保措置 

 災害が発生するおそれが極めて高

い場合において、特別の必要があると

認められるとき。 

 

災害発生情報

の伝達 

 災害が実際に発生していることを

把握した場合に可能な範囲で発令す

る。 

警察官 

災害対策基本法第

61条 

警察官職務執行法

第４条 

海上保安官 

立退き及び立

退き先の指示

及び屋内での

待避等の安全

確保措置 

警告 

 市町村長が避難のため立退きを指

示することができないと認めるとき。 

 市町村長から要求があったとき。重

大な被害が切迫したと認めるときは、

警告を発し、又は特に急を要する場合

において危害を受けるおそれのある

に伴う修正 
 

 

 

 

 

災対法改正
による修正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
避難の指示 者に対し、必要な限度で避難等の措置

をとる。 

自衛官 

（自衛隊法第 94条） 

  被害により危険な事態が生じた場

合において、警察官がその場にいない

場合に限り、災害派遣を命ぜられた部

隊等の自衛官は避難等について必要

な措置をとる。 

 
市町村長は、住民主体の避難行動を支援するため、避難勧

告等の発令の際には、それに対応する警戒レベルや発令の対
象者を明確にするとともに、対象者ごとに警戒レベルに対応
したとるべき避難行動がわかるように伝達するものとする。
警戒レベルと避難情報等の関係は原則として次のとおりであ
る。 
住民に速やかに立退き避難を促す情報は、避難勧告を基本

とし、避難指示（緊急）については、必ず発令するものでは
なく、緊急時にまたは重ねて避難を促す場合などに運用する
ものとする。 
また、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する住民が余

裕をもって適切な避難行動ができるよう、「避難勧告」には至
らないが、今後、避難を要する状況になる可能性があると判
断される場合には、「避難準備・高齢者等避難開始」を発令す
るものとする。 
なお、災害発生情報は、命を守るための行動に極めて有益

であり、可能な範囲で発令するものとする。 
また、市町村長は、避難準備・高齢者等避難開始の発令、避

難の勧告又は指示等を行った場合、速やかに知事に報告する
ものとする。なお、県は市町村長からの求めがあるときは、
避難の勧告、指示等に関する意思決定のための助言を行うも
のとする。 
県は、時機を失することなく避難勧告等が発令されるよう、

市町村に積極的に助言するものとする。 
市町村は、避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告、指示

等において必要となる避難すべき区域や判断基準を明確にし
た避難勧告等の判断・伝達マニュアルの事前作成に努める。 

避難の指示 者に対し、必要な限度で避難等の措置

をとる。 

自衛官 

（自衛隊法第 94条） 

  被害により危険な事態が生じた場

合において、警察官がその場にいない

場合に限り、災害派遣を命ぜられた部

隊等の自衛官は避難等について必要

な措置をとる。 

 
市町村長は、住民主体の避難行動を支援するため、避難指

示等の発令の際には、それに対応する警戒レベルや発令の対
象者を明確にするとともに、対象者ごとに警戒レベルに対応
したとるべき避難行動がわかるように伝達するものとする。
警戒レベルと避難情報等の関係は原則として次のとおりであ
る。 
住民に速やかに立退き避難を促す情報は、避難指示を基本

とする。 
 
 

 また、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する住民が余
裕をもって適切な避難行動ができるよう、「避難指示」には至
らないが、今後、避難を要する状況になる可能性があると判
断される場合には、「高齢者等避難」を発令するものとする。 
 
なお、災害発生情報は、命を守るための行動に極めて有益

であり、可能な範囲で発令するものとする。 
また、市町村長は、高齢者等避難の発令、避難指示等を行

った場合、速やかに知事に報告するものとする。なお、県は
市町村長からの求めがあるときは、避難の指示等に関する意
思決定のための助言を行うものとする。 
 
県は、時機を失することなく避難指示等が発令されるよう、

市町村に積極的に助言するものとする。 
市町村は、高齢者等避難、避難指示等において必要となる

避難すべき区域や判断基準を明確にした避難指示等の判断・
伝達マニュアルの事前作成に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「避難勧告」
と「避難指
示」の一本化
に伴う修正 
 

 

 

 

 

 

 

 

災対法改正
による修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
なお、避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成するとき

は、県、気象官署、河川管理者、海岸管理者、砂防関係機関等
は、積極的な連携を図るものとする。 

２  避難の勧告又は指示等の内容（伏木海上保安部、自衛隊、
県総合政策局、県土木部、県警察本部、市町村） 

   避難の勧告又は指示は次の内容を明示して行う。 
（１）～（２） （略） 
（３）避難勧告又は指示の理由 
（４）略 
（５）避難時の注意事項等（災害危険箇所の所在、災害の概要等） 

避難準備・高齢者等避難開始の発令により、避難勧告の
内容に準じて高齢者や障害者等、避難行動に時間を要する
要配慮者の迅速な避難の促進を行うとともに、要配慮者以
外の者に対して避難の準備を伝達し、風水害による被害の
おそれが 高い区域の居住者等の自主的な避難を促進す

警戒レベル 

（発令主体） 

行動を居住者等に促す情報 居住者がとるべき行動 

警戒レベル５ 

（市町村） 

 

災害発生情報  既に災害が発生している状況

であり、命を守るための最善の行

動をとる。 

警戒レベル４ 

（市町村） 

 

避難指示（緊急） 

 ※緊急的又は重ねて避難

を促す場合等に発令 

災害が発生するおそれが極めて

高い状況等となっており、緊急に

避難する。 

避難勧告 

 

 指定緊急避難場所等への立退

き避難を基本とする避難行動を

とる。 

警戒レベル３ 

（市町村） 

避難準備・高齢者等避難開始 高齢者等は立退き避難する。 

その他の者は立退き避難の準備

をし、自発的に避難する。 

警戒レベル２ 

（気象庁） 

注意報 

 

避難に備え自らの避難行動を確

認する。 

警戒レベル１ 

（気象庁） 

早期注意情報 

 

災害への心構えを高める。 

なお、避難指示等の判断・伝達マニュアルを作成するとき
は、県、気象官署、河川管理者、海岸管理者、砂防関係機関等
は、積極的な連携を図るものとする。 

２  避難指示等の内容（伏木海上保安部、自衛隊、県危機管理
局、県土木部、県警察本部、市町村） 

   避難の指示は次の内容を明示して行う 
 
（３）避難指示の理由 

 
（５）避難時の注意事項等（災害危険箇所の所在、災害の概要

等） 
高齢者等避難の発令により、避難指示の内容に準じて

高齢者や障害者等、避難行動に時間を要する要配慮者の迅
速な避難の促進を行うとともに、要配慮者以外の者に対し
て避難の準備を伝達し、風水害による被害のおそれが高い

警戒レベル 

（発令主体） 

行動を居住者等に促す情報 居住者がとるべき行動 

警戒レベル５ 

（市町村） 

 

緊急安全確保  既に災害が発生している状況

であり、命を守るための最善の行

動をとる。 

警戒レベル４ 

（市町村） 

 

避難指示 

 

災害が発生するおそれが極めて

高い状況等となっており、緊急に

避難する。 

 

削除 

 

警戒レベル３ 

（市町村） 

高齢者等避難 高齢者等は立退き避難する。 

その他の者は立退き避難の準備

をし、自発的に避難する。 

警戒レベル２ 

（気象庁） 

注意報 

 

避難に備え自らの避難行動を確

認する。 

警戒レベル１ 

（気象庁） 

早期注意情報（警報級の可能

性） 

災害への心構えを高める。 

 

 

 

 

 

災対法改正
による修正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
 

 

 

 

 

 

「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
る。 

また、市町村は、住民に対して避難勧告等を発令するに
あたり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避
難勧告及び避難指示（緊急）を夜間に発令する可能性があ
る場合には、避難行動をとりやすい時間帯における避難準
備・高齢者等避難開始の発令に努めるものとする。 

なお、避難勧告の発令の際には、避難場所を開設してい
ることが望ましいが、避難のためのリードタイムが少ない
局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告を発
令するものとする。また、そのような事態が生じ得ること
を住民にも周知するものとする。 

 
３ 避難誘導（県警察本部、市町村） 
（１）市町村 

    避難の勧告又は指示が出された場合、市町村は地元警察
署及び消防機関の協力を得て、地域又は自治会単位に集団
の形成を図るため、あらかじめ指定してある指定緊急避難
場所及び指定避難所に誘導員を配置し、住民を誘導する。 
危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の内容を工

夫すること、その対象者を明確にすること、対象者ごとに
とるべき避難行動がわかるように伝達することなどによ
り、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする。 
特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合

においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがな
くなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達
することに努めるものとする。 
また、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置とし

て、指定緊急避難場所への移動を原則とするものの、避難
時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行
うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民
等自身が判断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動
又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、市町村は、
日頃から住民等への周知徹底に努める。 
 
 

区域の居住者等の自主的な避難を促進する。 
また、市町村は、住民に対して避難指示等を発令するに

あたり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避
難指示を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動
をとりやすい時間帯における高齢者等避難の発令に努め
るものとする。 

なお、避難指示の発令の際には、避難場所を開設してい
ることが望ましいが、避難のためのリードタイムが少ない
局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難指示を発
令するものとする。また、そのような事態が生じ得ること
を住民にも周知するものとする。 

 
 
 

避難指示が出された場合、市町村は地元警察署及び消防
機関の協力を得て、地域又は自治会単位に集団の形成を図
るため、あらかじめ指定してある指定緊急避難場所及び指
定避難所に誘導員を配置し、住民を誘導する。 
危険の切迫性に応じて避難指示等の伝達文の内容を工

夫すること、その対象者を明確にすること、対象者ごとに
とるべき避難行動がわかるように伝達することなどによ
り、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする。 
特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合

においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがな
くなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達
することに努めるものとする。 
また、避難指示等が発令された場合の避難行動として、

指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等
への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏ま
え、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住
民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の
周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難を行う
ことがかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行
うべきことについて、市町村は、日頃から住民等への周知
徹底に努める。 

による修正 
 

「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「避難指示」と
「避難勧告」が一
本化されたこと
による修正 
 

 

 

 

 

 

 

 

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
なお、避難の勧告又は指示等は地域の居住者の他、滞在

者に対しても行われる場合があることから、観光客等の一
時滞在者の避難誘導についても配慮する。 
 
 
 
 

（２）消防機関 
ア 避難の勧告又は指示等が出された場合には、被害の規
模、道路橋梁の状況、火災の拡大の方向及び消防隊の運用
を勘案し、もっとも安全と思われる方向を市町村、警察署
に通報する。 

イ （略） 
（３）～（４） （略） 
４ （略） 
（追加）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、避難指示等は地域の居住者の他、滞在者に対して
も行われる場合があることから、観光客等の一時滞在者の
避難誘導についても配慮する。 

    災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、高
齢者等避難の発令等とあわせて指定緊急避難場所を開放
し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。 

 
 
ア 避難指示等が出された場合には、被害の規模、道路橋梁
の状況、火災の拡大の方向及び消防隊の運用を勘案し、も
っとも安全と思われる方向を市町村、警察署に通報する。 

 
 
 

 
５ 広域避難 

   市町村は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、当該
市町村の区域外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急
避難場所の提供が必要であると判断した場合において、県内
の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議
し、他の都道府県の市町村への受入れについては都道府県に
対し当該他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし
緊急を要すると認めるときは、知事に報告した上で、自ら他
の都道府県内の市町村に協議することができる。 

   県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と
協議を行うものとする。 

   市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際
に併せて広域避難の用にも供することについても定めるな
ど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設
等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

   県、市町村及び運送事業者等は、あらかじめ策定した具体
的なオペレーションを定めた計画に基づき、関係者間で適切
な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるも
のとする。 

   指定行政機関、公共機関、県、市町村及び事業者は、避難

 

 

 

 

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 

 

 

「避難勧告」
と「避難指
示」が一本化
されたこと
に伴う修正 
 

 

 

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 

者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあ
い、放送事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難
者等に役立つ的確な情報を提供できるように努めるものと
する。 

第２ 指定緊急避難場所及び指定避難所並びに避難道路の運用  
１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の運用（県総合政策局、
市町村） 

   （略） 

 
１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の運用（県危機管理局、
市町村） 

県機構改革
に伴う修正 

第３ 避難所の設置・運営 
１ 避難所の開設（市町村） 
（追加） 

    
（１）～（７） （略） 
（追加） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 避難所の運営（県総合政策局、県生活環境文化部、県厚生

部、県土木部、市町村） 
（１）～（３） （略） 
（４）市町村は、避難所における生活環境に注意を払い、生活

指導の実施や要配慮者、女性への配慮を行うなど、常に良
好な環境を維持するよう努める。また、避難の長期化等必
要に応じて、プライバシーの確保の状況、入浴施設設置の
有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による
巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況な

 
 

（１）市町村は，災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可
能な限り当初から開設するよう努めるものとする。 

 
（２）～（８） （略） 
（９）市町村は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場

合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・
旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、
ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用
して周知するよう努めるものとする。特に、要配慮者に配
慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅
館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるも
のとする。 

（10）市町村は，特定の指定避難所に避難者が集中し，収容人
数を超えることを防ぐため，ホームページやアプリケーシ
ョン等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知
する等，避難の円滑化に努めるものとする。 

２ 避難所の運営（県危機管理局、県生活環境文化部、県厚生
部、県土木部、市町村） 

 
（４）市町村は、避難所における生活環境に注意を払い、生活

指導の実施や要配慮者、女性への配慮を行うなど、常に良
好な環境を維持するよう努める。また、避難の長期化等必
要に応じて、プライバシーの確保の状況、段ボールベッド、
パーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利
用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、

 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
 

 

 

 

国防災基本
計画に修正
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
ど、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、
必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 
（追加） 

  
 
 
（５）市町村は、避難所の運営における女性の参画を推進する

とともに、男女のニーズの違い等男女双方及び性的少数者
の視点等に配慮するものとする。特に、男女別トイレ、女
性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女
性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保
など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営
に努めるものとする。 

 
（追加） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（６）～（７） （略） 
３ 被災者の他地区への移送（県総合政策局、市町村） 

  （略） 
４ （略） 

暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の
健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を
講じるよう努めるものとする。 

（５）市町村は，指定避難所における新型コロナウイルス感染
症を含む感染症対策のため，避難者の健康管理や避難所の
衛生管理，十分な避難スペースの確保，適切な避難所レイ
アウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

（６）市町村は、避難所の運営における女性の参画を推進する
とともに、男女のニーズの違い等男女双方及び性的少数者
の視点等に配慮するものとする。特に、男女別トイレ、女
性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女
性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防
犯ブザーの配布等による避難所における安全性の確保な
ど、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に
努めるものとする。 

（７）市町村は，指定避難所等における女性や子供等に対する
性暴力・ＤＶの発生を防止するため，女性用と男性用のト
イレを離れた場所に設置する，トイレ・更衣室・入浴施設
等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する，照明
を増設する，性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポ
スターを掲載するなど，女性や子供等の安全に配慮するよ
う努めるものとする。また，警察，病院，女性支援団体と
の連携の下，被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努
めるものとする。 

（８）～（９） （略） 
３ 被災者の他地区への移送（県危機管理局、市町村） 

 

 

 

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

 

 

 

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

 

 

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

 

 

 

 

県機構改革
に伴う修正 
 

第４ 要配慮者の支援 
１ 要配慮者対策（県総合政策局、県厚生部、市町村） 
（１）避難行動要支援者の支援 

ア 被災市町村は、発災時には、避難行動要支援者本人の同
意の有無にかかわらず、あらかじめ作成した避難行動要
支援者名簿や個別の避難支援計画を効果的に活用し、避
難行動要支援者の避難支援及び迅速な安否確認を行う。 

 
１ 要配慮者対策 （県危機管理局、県厚生部、市町村） 

 
ア 被災市町村は、災害時には、避難行動要支援者本人の同 
意の有無にかかわらず、あらかじめ作成した避難行動要
支援者名簿や個別避難計画を効果的に活用し、避難行動
要支援者の避難支援及び迅速な安否確認を行う。 

 
県機構改革
に伴う修正 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 



富山県地域防災計画（風水害編・火災編・個別災害編）新旧対照表 

- 52 - 
 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（２）要配慮者の支援 
ア （略） 
（追加） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ～エ （略） 
（追加） 

 
 
 
２ （略） 
３ 外国人の支援対策（県総合政策局、県観光・地域振興局、
市町村、報道機関） 

 

 
 

イ 福祉避難所への直接避難 
被災市町村は、要配慮者の障害特性や状況等を考慮し、

避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難すること
ができるよう地域防災計画や個別避難計画の作成、指定福
祉避難所における受入対象者の公示等を通じて、あらかじ
め受入対象者の調整等を行うよう努める。また、直接避難
を想定していない福祉避難所にあっては、市町村において
発災直後の要配慮者の避難先について検討するよう努め
る。 

ウ～オ（略） 
カ 災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣 

県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下を防
止等のため、富山県社会福祉協議会と連携し、必要に応じ
て災害派遣福祉チーム（DWAT）を避難所へ派遣する。 

 
 
３ 外国人の支援対策（県危機管理局、県地方創生局、県生活

環境文化部、市町村、報道機関） 

 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
本県においても
令和３年１月に
災害派遣福祉チ
ーム（DWAT）が
設置されたこと
に伴い、国の防
災基本計画に合
わせて追記 
県機構改革
に伴う修正 

第５～第６ （略）   
第 10節 交通規制・輸送対策   

第１ （略）    

第２ 緊急交通路の確保 
１ 緊急陸上交通路の確保（自衛隊、県警察本部、各道路管理
者） 

（１）緊急交通路の指定 
災害応急活動において、救援物資、要員の緊急輸送の果

たす役割は、極めて重要である。 
県公安委員会は、道路被害状況の調査結果に基づいて、 

あらかじめ定められた緊急通行確保路線を中心に、道路管
理者と協議のうえ、緊急交通路にあてる道路を指定し、各
流入部において緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又
は制限する。 

 
 
 
 

災害応急活動において、救援物資、要員の緊急輸送の果
たす役割は、極めて重要である。 
県公安委員会は、道路被害状況の調査結果に基づいて、 

あらかじめ定められた緊急輸送道路を中心に、道路管理者
と協議のうえ、緊急交通路にあてる道路を指定し、各流入
部において緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制
限する。 

 

 

 

 

 

全国的に用
いられてい
る『緊急輸送
道路』に 
統一するこ
とに伴う変
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
道路管理者は、災害により道路施設が被害を受けた場

合、これらの道路を重点的に応急復旧し、緊急交通路を確
保する。また、降雪時においても、緊急交通路が確保され
るよう除雪活動を行うものとする。（資料「６－１－２ 緊
急通行確保路線名」） 

(２)～(３) (略) 
２ (略) 
３ 緊急航空路の確保（県総合政策局） 

道路管理者は、災害により道路施設が被害を受けた場
合、これらの道路を重点的に応急復旧し、緊急交通路を確
保する。また、降雪時においても、緊急交通路が確保され
るよう除雪活動を行うものとする。（資料「６－１－２ 緊
急輸送道路」） 

 
 
３ 緊急航空路の確保（県危機管理局） 

更 
 

 

 

 

 

 

県機構改革
に伴う修正 

第３ （略）   
第４ 輸送車両、船舶、航空機の確保 
１ 輸送の対象となる範囲（県総合政策局） 

   (略) 
２  輸送手段（自衛隊、伏木海上保安部、県総合政策局、市町

村、各運送事業者） 
   (略) 
３ (略) 
４  緊急通行車両の取扱い（県総合政策局、県警察本部、中日

本高速道路(株)） 
  (略) 

 
１ 輸送の対象となる範囲（県危機管理局） 

 
２ 輸送手段（自衛隊、伏木海上保安部、県危機管理局、県地

方創生局、市町村、各運送業者） 
 
 
４ 緊急通行車両等の取扱い（県危機管理局、県警察本部、中

日本高速道路(株)） 

 
県機構改革
に伴う修正 
 

第 11節 飲料水・食料・生活必需品等の供給   

第１ (略)   
第２ 食料・生活必需品の供給 
 １ 
２ 供給確保（農林水産省、北陸農政局、県厚生部、県農林水
産部、市町村、日本赤十字社富山県支部） 

（１） （略） 
（２）災害救助用米穀の調達 
   炊出しが始まり、市町村から米穀の出荷要請があった場

合、県は、農林水産省政策統括官に引渡しを要請するとと
もに、米穀販売事業者に委託し、精米にして供給する。 

   なお、精米能力に限界がある場合は、農林水産省政策統
括官を通じて他県からの応援で対処する。 

（３）～（５） （略） 
 

 
 
 ４ 被災者の要望把握と支援（県危機管理局、県厚生部、市町
村） 
 
（２）災害救助用米穀の調達 
   炊出しが始まり、市町村から米穀の出荷要請があった場

合、県は、農林水産省農産局に引渡しを要請するとともに、
米穀販売事業者に委託し、精米にして供給する。 

   なお、精米能力に限界がある場合は、農林水産省農産局
を通じて他県からの応援で対処する。 

 
 

 

 

地震・津波災
害編と表記
を統一 
 
農林水産省
組織改編に
伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
機 関 名 実 施 内 容 

（略）  

農林水産省政

策統括官 

 「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（平成

21年 5月 29日付 21総食第 113号総合食料局長通知）

に基づき、県は災害救助用米穀の引渡しの要請（希望

数量、引渡し場所及び引渡し方法等に関する情報を記

載）を農林水産省政策統括官に対して行う。 

 引渡し要請を受けた農林水産省政策統括官は、受託

事業体に対して、知事又は知事が指定する引取人に災

害救助用米穀を引き渡すよう指示する。 

 
３ （略） 

 ４ 被災者の要望把握と支援（県厚生部、市町村） 
   （略） 
 ５ （略） 

機 関 名 実 施 内 容 

（略）  

農林水産省農

産局 

 「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（平成

21年 5月 29日付 21総食第 113号総合食料局長通知）

に基づき、県は災害救助用米穀の引渡しの要請（希望

数量、引渡し場所及び引渡し方法等に関する情報を記

載）を農林水産省農産局に対して行う。 

 引渡し要請を受けた農林水産省農産局は、受託事業

体に対して、知事又は知事が指定する引取人に災害救

助用米穀を引き渡すよう指示する。 
 

 
 
農林水産省
組織改編に
伴う修正 
 

第３ 物価安定・消費者保護対策 
１ 物価安定対策（県生活環境文化部） 
（１） （略） 
（２）民間事業者への要請 
ア 生活必需品 

県は、百貨店、日本チェーンストア協会、富山県食品ス
ーパーマーケット協議会、富山県青果物商業協同組合連合
会、富山県水産物商業協同組合連合会、富山県石油業協同
組合、(一社)富山県エルピーガス協会等に対し、安定供給
を要請する。 

イ～ウ （略） 
（３） （略） 
２ （略） 

 
 
 
 

ア 生活必需品 
県は、百貨店、日本チェーンストア協会、富山県青果物

商業協同組合連合会、富山県水産物商業協同組合連合会、
富山県石油業協同組合、(一社)富山県エルピーガス協会等
に対し、安定供給を要請する。 

 

 

 

 

 

協議会活動
休止による
修正 
 
 

第 12節 廃棄物処理・防疫・食品衛生対策   

第１〜第３ （略）   

第４ 防疫対策 
 災害に伴い、感染症が発生し、又はそのおそれがある場合は、
防疫対策の徹底を期するため、厚生センター及び市町村におい
て、災害防疫対策組織を設置し、速やかに災害防疫活動を実施す
る。 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合
は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策と
して必要な措置を講じるよう努めるものとする。 
 
１ 厚生センター、市町村等の災害時防疫対策体制（県厚生部、
市町村） 

（１）厚生センター、市町村における災害時防疫対策組織の設
置 

 ア 厚生センター災害防疫組織の設置 
   県災害対策本部健康班（健康課）の指示のもとに、厚生

センター災害防疫組織を設置する。 
（２） （略） 
（３）防疫資材の確保 
 ア （略） 
 イ 防疫資材の需給状況に関する情報提供 
   県災害対策本部健康班（健康課）は、各厚生センター及

び市町村における防疫資材の需給状況を把握し、情報を
提供する。 

（４） （略） 
２（略） 

県及び市町村は、被災地において新型コロナウイルス感染症を
含む感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健
福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じる
よう努めるものとする。 
 
 
 
 
 

県災害対策本部健康班、感染症対策班（健康対策室）の
指示のもとに、厚生センター災害防疫組織を設置する。 

 
 
 
 

県災害対策本部健康班、感染症対策班（健康対策室）は、
各厚生センター及び市町村における防疫資材の需給状況
を把握し、情報を提供する。 

 

国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

 

 

 

 

 

県機構改革
に伴う修正 
 

 

 

 

県機構改革
に伴う修正 
 

第５ （略）   

第 13節～第 14節 （略）   

第 15節 ライフライン施設の応急復旧対策   

第１ （略）   
第２ ガス施設 
１ 都市ガス対策（中部経済産業局、中部近畿産業保安監督部、 

日本海ガス、高岡ガス、（一社）日本コミュニティーガス協
会北陸支部） 

（１）〜（２） （略） 
（３）関係機関との連携等 

   （略） 
ア （略） 
イ 監督官庁及び同業他社への報告、応援要請等 

中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局及び中部近畿産
業保安監督部北陸産業保安監督署へ被害状況及び対応措

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局及び中部近畿産
業保安監督部北陸産業保安監督署へ被害状況及び対応措

 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
置を報告するとともに、全国同業他社へは(一社)日本ガ
ス協会東海北陸部会及び(一社)日本コミュニティーガス
協会北陸支部を通じて、この報告とともに必要に応じて
復旧応援の要請を行い、早期復旧に総力を結集する。 

（４）復旧 
ア （略）  
イ 復旧のための体制 

甚大な被害に対しては、一企業のみでの復旧対応は不可
能である。ガス事業界では、（一社）日本ガス協会東海北
陸部会及び（一社）日本コミュニティーガス協会北陸支部
を中心として、全国同業他社の相互応援体制が整い、既に
実績として機能している。この体制を十分活用し、早期復
旧に努めるべく、災害発生時には直ちに受入体制を整え
る。 

２ ＬＰガス対策（県生活環境文化部、市町村、(一社)富山県
エルピーガス協会） 

置を報告するとともに、全国同業他社へは(一社)日本ガス
協会及び(一社)日本コミュニティーガス協会北陸支部を
通じて、この報告とともに必要に応じて復旧応援の要請を
行い、早期復旧に総力を結集する。 

 
 

    
甚大な被害に対しては、一企業のみでの復旧対応は不可

能である。ガス事業界では、（一社）日本ガス協会及び（一
社）日本コミュニティーガス協会北陸支部を中心として、
全国同業他社の相互応援体制が整い、既に実績として機能
している。この体制を十分活用し、早期復旧に努めるべく、
災害発生時には直ちに受入体制を整える。 

 
２ ＬＰガス対策（県危機管理局、市町村、富山県エルピーガ

ス協会） 

 
 
 
 
 
 
 
字句修正 
 
 
 
 
 
 
県機構改革
に伴う修正 

第３〜第５ （略）   

第 16節 公共施設等の応急復旧対策   
第１ 公共土木施設等 
１ 応急復旧の役割分担（北陸地方整備局、県総合政策局、県

農林水産部、県土木部、市町村） 
  （略） 
２ 応急復旧のための人員、資機材の確保（北陸地方整備局、

県総合政策局、県土木部、県農林水産部、市町村） 
  （略） 
３ 公共土木施設等の障害物の除去（北陸地方整備局、県総合

政策局、県土木部、県農林水産部、市町村） 
  （略） 
４ 復旧活動拠点、資機材の計画的配置（北陸地方整備局、県

総合政策局、県土木部、県農林水産部、市町村） 
  （略） 
５ 施設毎の応急復旧活動（北陸地方整備局、県総合政策局、

県土木部、県農林水産部、市町村） 
（１）道路 
 ア 緊急通行確保路線 

 
１ 応急復旧の役割分担（北陸地方整備局、県危機管理局、県

土木部、県農林水産部、市町村） 
 
２ 応急復旧のための人員、資機材の確保（北陸地方整備局、

県危機管理局、県土木部、県農林水産部、市町村） 
 
３ 公共土木施設等の障害物の除去（北陸地方整備局、県危 

機管理局、県土木部、県農林水産部、市町村） 
 
４ 復旧活動拠点、資機材の計画的配置（北陸地方整備局、県

危機管理局、県土木部、県農林水産部、市町村） 
 
５ 施設毎の応急復旧活動（北陸地方整備局、県危機管理局、

県土木部、県農林水産部、市町村） 
 
 ア 緊急輸送道路 

 
県機構改革
に伴う修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
全国的に用いられ
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 イ～ウ （略） 
（２）～（10） （略） 

 ている『緊急輸送道
路』に統一すること
に伴う変更 

第２ 鉄道施設等 
１ 初動活動体制（ＪＲ西日本(株)、あいの風とやま鉄道（株）、

富山地方鉄道(株)、加越能バス(株)、万葉線(株) 、県観光・
交通振興局） 

 （略） 
２ 初動措置（ＪＲ西日本(株)、あいの風とやま鉄道（株）、富

山地方鉄道(株)、加越能バス(株)、万葉線(株) 、県観光・
交通振興局） 

  （略） 
３ 公共交通機関による輸送の確保（ＪＲ西日本(株)、あいの

風とやま鉄道（株）、富山地方鉄道(株)、加越能バス(株)、万
葉線(株)、県観光・地域振興局） 

  （略） 

 
１ 初動活動体制（ＪＲ西日本(株)、あいの風とやま鉄道（株）、

富山地方鉄道(株)、加越能バス(株)、万葉線(株) 、県危機
管理局） 

 （略） 
２ 初動措置（ＪＲ西日本(株)、あいの風とやま鉄道（株）、富

山地方鉄道(株)、加越能バス(株)、万葉線(株) 、県地方創
生局） 

  （略） 
 ３ 公共交通機関による輸送の確保（ＪＲ西日本(株)、あいの

風とやま鉄道（株）、富山地方鉄道(株)、加越能バス(株)、
万葉線(株)、県地方創生局） 

 

県機構改革
に伴う修正 
 

 

県機構改革
に伴う修正 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
 

第３ （略）   

第 17節 農林水産業の応急対策   

第１〜第３ （略）   

第４ 園芸作物及び果樹（県農林水産部） 
１〜２ （略） 
３ 降霜、降ひょうによる被害を防止するため、防霜ファンや
防ひょう網などの設置を指導するものとする。 

４ 収穫間際のもので、大きな被害が予想される場合は、前だ
おし収穫するものとする。 

 
 
（削除） 

 
３ 収穫期を迎えている果実は、速やかに収穫を行う。 

 

 

記載内容は指導し

ていないため削除 

字句修正 

第 18節 応急住宅対策   

対策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２　応急修理の対象者

応
　
急
　
住
　
宅
　
対
　
策

第３ 建設資機材等の調達

１　被災世帯の調査

２　応急仮設住宅の建設

３　入居者の選定

４　応急仮設住宅の管理

１　住宅の応急修理

第１ 応急仮設住宅の確保

第２ 被災住宅の応急修理
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
第１ 応急仮設住宅の確保 
１ （略） 
２ 応急仮設住宅の建設（県厚生部、県土木部、市町村） 
（１）～（６） （略） 
（７）民間賃貸住宅借上げによる供与 
ア （略） 
イ 県及び市町村は民間賃貸住宅の借上げによる供与にあ

たっては、(公社)富山県宅地建物取引業協会、(公社)全日
本不動産協会富山県本部及び(公社)全国賃貸住宅経営者
協会連合会に協力を要請する。 

 
（８）（略） 
３〜４ （略） 

第２〜第３ （略） 
（追加） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

イ 県及び市町村は民間賃貸住宅の借上げによる供与にあ
たっては、(公社)富山県宅地建物取引業協会、(公社)全日
本不動産協会富山県本部、（公社）日本賃貸住宅管理協会富
山県支部及び(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会に協
力を要請する。 

 
 
 
第４ 災害の拡大防止と二次災害の防止 
市町村は、災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対

し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措置として、必要
に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障
となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。 

 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句修正 
 
 
 
 
 
 
国防災基本
計画の修正
に伴う変更 
 

第 19節 教育・金融・労働力確保対策   

第１ 応急教育等 
 災害時における幼児・児童・生徒・学生（以下「児童生徒等」
という。）の生命及び身体の安全並びに教育活動の確保を図るた
め、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支
援学校及び大学等における応急対策について万全を期する必要
がある。 
１ （略） 
２ 学用品の調達及び支給（県厚生部、県総合政策局、県教育

 
災害時における幼児・児童・生徒・学生（以下「児童生徒等」

という。）の生命及び身体の安全並びに教育活動の確保を図るた
め、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支
援学校、専門学校及び大学等における応急対策について万全を期
する必要がある。 
 
２ 学用品の調達及び支給（県厚生部、県経営管理部、県教育

 

 

字句修正 
 
 

 

 

県機構改革

２　応急修理の対象者

第３ 建設資機材等の調達

第４
災害の拡大防止と二次
災害の防止

応
　
急
　
住
　
宅
　
対
　
策

１　被災世帯の調査

２　応急仮設住宅の建設

３　入居者の選定

４　応急仮設住宅の管理

１　住宅の応急修理

第１ 応急仮設住宅の確保

第２ 被災住宅の応急修理
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
委員会、市町村） 

    （略） 
３ 授業料等の免除（県経営管理部、県教育委員会） 

県は、災害救助法が発動された場合は、県立高等学校生徒
及び学生の被災の程度に応じ、富山県立高等学校の授業料等
に関する条例第５条又は富山県立大学条例第 10 条の規定に
より、授業料等の減免を行うものとする。 

      （略） 
４〜５ （略） 

第２ 応急金融対策  
１ （略） 
２ 金融機関による金融上の措置の実施（北陸財務局、日本銀

行、県商工労働部、県農林水産部） 
災害時において、財務局、日本銀行及び県は、必要と認め

られる範囲内で、金融機関に対して、次の金融上の措置を実
施するよう要請する。 
 

第３ （略） 
    

委員会、市町村） 
 
 

県は、災害救助法が発動された場合は、県立高等学校生徒
の被災の程度に応じ、富山県立高等学校の授業料等に関す
る条例第５条の規定により、授業料等の減免を行うものと
する。 

 
 
 
 
 
 

災害時（災害発生前に災害救助法が適用された場合等を含
む）において、財務局、日本銀行及び県は、必要と認められ
る範囲内で、金融機関に対して、次の金融上の措置を実施す
るよう要請する。 

に伴う修正 
 
 
条例が廃止
されている
ことに伴う
修正 
 
 
 
 
 
 

災害発生のおそ
れのある段階に
おいて、国の災害
対策本部の設置
や、災害救助法の
適用が可能とな
ったことに伴う
修正 

第 20節 （略）   
第３章 災害復旧対策   

第１節 民生安定のための緊急対策   

第１ 被災者の生活確保 
１〜10 （略） 
11 被災者台帳の作成（県総合政策局、市町村）   
 （略） 
12 （略）  

 
 
11 被災者台帳の作成（県危機管理局、市町村） 

 
 
県機構改革
に伴う修正 
 

第２  中小企業、農林漁業者に対する支援 
１ 中小企業への融資等（県商工労働部） 
（１）〜（３） （略） 
（４）県制度融資による対応 
ア〜エ （略） 
オ 利  率  年1.70％（平成31年1月現在） 

 
 
 
 
 

オ 利  率  年 1.70％以内 

 

 

 

 

 

字句修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
２（略） 

第３〜第４ （略） 
 
 

第２節 激甚災害の指定   

第１ 激甚災害指定手続（県各部局） 
１〜３ （略） 
（１）激甚災害指定基準（本激） 

     
適用条項（適用措置） 指 定 基 準 

激甚法第２章（公共土木施

設災害復旧事業等に関す

る特別の財政援助） 

（略） 

（略）  

（２） （略） 
第２ （略） 

 
 
 
 

適用条項（適用措置） 指 定 基 準 

激甚法第２章（３、４条）

（公共土木施設災害復旧

事業等に関する特別の財

政援助） 

（略） 

（略）  
 

 

 

 

 

 
字句修正 
 

 

 

 

 

第３節 公共土木施設の災害復旧計画   
第１〜第２ （略） 
第３ 大規模災害時等における災害復旧事業の国等による代行

制度の活用（北陸地方整備局、県土木部、市町村） 
１（略） 
２ 県管理道路及び市町村道 

指定区間外の国道、県道及び市町村道において、工事が高
度の技術を要する場合又は高度の機械力を使用して実施する
ことが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に
係る場合においては、必要に応じて国による災害復旧事業の
代行を要請し、災害復旧に関する工事を行う 

   
 
 
 
 
 
 
３ （略） 

 
 
 
 
２ 指定区間外国道、県道及び市町村道 
（１）国による代行制度 

指定区間外の国道、県道及び市町村道において、工事が高
度の技術を要する場合又は高度の機械力を使用して実施する
ことが適当であると認める場合においては、必要に応じて国
による災害復旧事業の代行を要請し、災害復旧に関する工事
を行う。 
（２）県による代行制度 

市町村が管理する道路のうち、指定区間外国道及び県道と
交通上密接な関連を有する道路において、市町村から災害復
旧事業の代行の要請があり、かつ、市町村が自ら実施するこ
とが困難であると認められる場合においては、必要に応じて
県が災害復旧に関する工事を行う。 

 

 

 

 

 

令和3年6月20
日踏切道改良促
進法等の一部を
改正する法律の
施行による権限
代行制度の拡大
に伴う変更 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
火 災 編   
第１章 火災予防対策   
第１節  （略）   
第２節 予防行政の充実強化   
第１ 防火管理の徹底（県総合政策局、市町村） 
  （略） 

第１ 防火管理の徹底（県危機管理局、市町村） 
 

県機構改革
に伴う修正 

第２～第５ （略）   
第６ 消防設備士の資質向上（県総合政策局） 
  （略） 

第６ 消防設備士の資質向上（県危機管理局） 県機構改革
に伴う修正 

第３節 林野火災予防対策   
第１～第２ （略）   
第３ 予防体制の強化（各防災関係機関）   
１～２ （略）   

 ３ 市町村は、異常乾燥、強風等の気象条件に留意し、森林法
に基づく火入れの規制を適正に行うものとする。 

 ３ 市町村は、乾燥、強風等の気象条件に留意し、森林法に基
づく火入れの規制を適正に行うものとする。 

字句修正 

 ４～５ （略）   
第４節～第５節 （略）   
第６節 救援・救護体制の整備   
第１ 消防力の強化   
 １ 出火の防止（県総合政策局、市町村） 
  （略） 

１ 出火の防止（県危機管理局、市町村） 県機構改革
に伴う修正 

 ２ 消火体制等の整備（県総合政策局、市町村） 
  （略） 

 ２ 消火体制等の整備（県危機管理局、市町村） 県機構改革
に伴う修正 

 ３～５ （略）   
第２～第４ （略）   
第７節 防災行動力の向上   
第１ 防火意識の高揚   
１ 火災予防思想の普及（県総合政策局、市町村） 
  県及び市町村は、春季・秋季の全国火災予防運動期間など
あらゆる機会をとらえ、ポスター、新聞、テレビ、広報誌な
どを利用し、火災予防思想の普及を図るものとする。 

 
  （略） 

１ 火災予防思想の普及（県危機管理局、市町村） 
県及び市町村は、春季・秋季の全国火災予防運動期間など

あらゆる機会をとらえ、ポスター、新聞、テレビ、広報誌、イ
ンターネットなどを利用し、火災予防思想の普及を図るもの
とする。 

県機構改革
に伴う修正 
字句追加 

 ２ 女性防火クラブ等の育成（県総合政策局、市町村） 
  （略） 

 ２ 女性防火クラブ等の育成（県危機管理局、市町村） 
 

県機構改革
に伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第２～第４ （略）   
第２章 火災応急対策   
第１節 火災警報等の伝達   
第１～第２ （略）   
第３ 伝達体制（県総合政策局、市町村、各放送機関） 
  （略） 

第３ 伝達体制（県危機管理局、市町村、各放送機関） 
 

県機構改革
に伴う修正 

第２節 応急活動体制   
第１ 県の活動体制   
 １ 職員の非常配備（県総合政策局） 
  （略） 

 １ 職員の非常配備（県危機管理局） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ２ 関係課連絡会議の開催（県総合政策局） 
  （略） 

 ２ 関係課連絡会議の開催（県危機管理局） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ３ 災害対策本部の設置（県総合政策局） 
  （略） 

 ３ 災害対策本部の設置（県危機管理局） 
  （略） 

県機構改革
に伴う修正 

第２～第３ （略）   
第３節 情報の収集・伝達   
第１ 被害状況等の収集・伝達活動   
 １～２ （略）   
 ３ 被害状況の報告（県総合政策局、県警察本部、市町村） 
  （略） 

 ３ 被害状況の報告（県危機管理局、県警察本部、市町村） 
 

県機構改革
に伴う修正 

第２～第３ （略）   
第４節 （略）   
第５節 林野火災応急対策   
第１ 林野火災の消火活動体制   
 １ （略）   
 ２ 空中消火活動体制（県総合政策局、市町村） 
  （略） 

 ２ 空中消火活動体制（県危機管理局、市町村） 
 

県機構改革
に伴う修正 

第２ （略）   
第６節～第 19節 （略）   
第３章 （略）   
個別災害編   
第１章 火山災害対策   
第１節 火山災害予防対策 
第１ （略） 
第２ 弥陀ヶ原火山防災協議会等 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
１ 火山災害警戒地域（県総合政策局、市町村） 
２～３ （略） 
４ 防災知識の普及（県総合政策局、県生活環境文化部、市町

村） 
５ （略） 

第３ 防災活動体制の整備 
１ （略） 
２ 航空防災体制の強化（県総合政策局、県厚生部、県警察本

部、市町村） 
３ （略） 

第４ 救援・救護体制の整備 
１ 救助・救急体制の整備（県総合政策局、県厚生部、県警察

本部、自衛隊、市町村） 
２～３ （略） 

第５ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 火山災害警戒地域（県危機管理局、市町村） 
 
４ 防災知識の普及（県危機管理局、県生活環境文化部、市町

村） 
 
 
 
２ 航空防災体制の強化（県危機管理局、県厚生部、県警察本

部、市町村） 
 
 
１ 救助・救急体制の整備（県危機管理局、県厚生部、県警察

本部、自衛隊、市町村） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県機構改革
に伴う修正 
県機構改革
に伴う修正 
 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第２節 火山災害応急対策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１ 予警報の伝達 
１ 警報・予報の種類及び発表基準（気象庁） 
（１）噴火警報・予報 
ア～イ （略） 
ウ 噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必

要な範囲」と防災関係機関や住民等の「とるべき防災対
応」を５段階に区分して発表する指標である。 
平常時のうちに火山防災協議会で合意された避難開始 

時期・避難対象地域の設定に基づき、気象庁は「警戒が必
要な範囲」を明示し、噴火警戒レベルを付して、噴火警報・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必
要な範囲」と防災関係機関や住民等の「とるべき防災対
応」を５段階に区分して発表する指標である。 
平常時のうちに火山防災協議会で合意された避難開始 

時期・避難対象地域の設定に基づき、気象庁は「警戒が必
要な範囲」を明示し、噴火警戒レベルを付して、噴火警報・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が
一本化されたこ
とによる修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

火
山
災
害
応
急
対
策

 ５　要配慮者への援護

交通規制・緊急交通路の確保 第８

 １　二次災害の防止

 第10 遺体の捜索、処理及び埋葬

第９ 行方不明者の捜索

 第２ 情報の収集・伝達

 ３　被害状況等の収集・伝達活動

 ４　通信連絡体制

 １　警報・予報の種類及び発表基準

 ３　噴火警報・予報等の伝達

 ２　市町村の活動体制

 １　異常現象発見者の通報義務

 第１ 予警報の伝達

 １　県の活動体制

 ２　火山現象に関する情報等

 第３

 第４ 広域応援要請

 ２　通報を要する異常現象

応急活動体制

 ３　防災関係機関の活動体制

 ５　広報及び広聴活動

 第５ 救助・救急活動

 ２　風評被害の防止

 ４　避難施設等の運用

第６ 医療救護活動

 ２　避難誘導

 第７ 避難活動  ３　市町村長による警戒区域の設定等

 １　避難指示等

 第11 二次災害等の防止活動
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
予報を発表する。市町村等の防災機関では、あらかじめ合
意された範囲に対して迅速に観光客、登山者等の入山規
制や避難勧告等の防災対応をとることができ、火山災害
の軽減につながる。 
なお、観光客、登山者等への対応については噴火警戒レ

ベル表に示されるとおりであり、市町村は噴火警戒レベ
ルに応じて立入規制等を行うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予報を発表する。市町村等の防災機関では、あらかじめ合
意された範囲に対して迅速に観光客、登山者等の入山規
制や避難指示等の防災対応をとることができ、火山災害
の軽減につながる。 
なお、観光客、登山者等への対応については噴火警戒レ

ベル表に示されるとおりであり、市町村は噴火警戒レベ
ルに応じて立入規制等を行うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「避難指示」と
「避難勧告」が
一本化されたこ
とによる修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策基本
法の改正による
修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（１）降灰予報 
ア （略） 
イ 降灰予報（速報） 
・火山近傍にいる人が、噴火後すぐに降り始める火山灰や小
さな噴石への対応行動をとることができるように発表す
る。 

・噴火発生から１時間以内に予想される降灰量分布や小さ
な噴石の落下範囲について噴火後５～10 分程度で発表す
る。 

 
 
 
 
 

ウ 降灰予報（詳細） 
・火山から離れた地域の住民も含め、降灰量に応じた適切な
対応行動をとることができるように発表する。 

・噴火の観測情報（噴火時刻、噴煙高など）を用いて、精度 
の高い降灰予測計算を行って、噴火発生から６時間先まで
（１時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開始時刻に
ついて噴火発生から 20～30分程度で発表する。 

 
 
 
 
 
 
 
（２）火山ガス予報 

 気象庁が、居住地域に長時間影響するような多量の火山
ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる可能性
のある地域を発表する。例えば、平成 12 年の三宅島噴火
では、噴火後に長期間にわたって火口から大量のガスが放
出されたため、火山ガス予報を発表した。 

 

 
 
 

・噴火が発生した火山（注１）に対して、事前計算した降灰
予報結果の中から最適なものを抽出して、噴火発生後５～
10分程度で発表。 

・噴火発生から１時間以内に予想される降灰量分布や小さ 
な噴石の落下範囲を提供。 
（注１）降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への 
防災対応が必要となる「やや多量」以上の降灰が予想され
た場合に発表。  
降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域
を速やかに伝えるため、予測された降灰が「少量」のみで
あっても必要に応じて発表。 

 
・噴火が発生した火山（注２）に対して、降灰予測計算（数 
値シミュレーション計算）を行い、噴火発生後 20～30 分
程度で発表。  

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降
灰量分布や降灰開始時刻を提供。 
（注２）降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への 
防災対応が必要となる「やや多量」以上の降灰が予測され
た場合に発表。  
降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域
を速やかに伝えるため、予測された降灰が「少量」のみで
あっても必要に応じて発表。  
降灰予報（速報）を発表した場合には、予想降灰量によら
ず、降灰予報（詳細）も発表。 

 
    気象庁が、居住地域に長時間影響するような多量の火山

ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる可能性
のある地域を発表する。 

 
 
 

 
 
 
注意書きの追
加とそれに伴う
本文の修正。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意書きの追
加とそれに伴う
本文の修正。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他の項目では
例を示してい
ないため 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
２ 気象現象に関する情報等（気象庁） 
（１）火山の状況に関する解説情報 

    火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取
りまとめたもので、定期的又は必要に応じて臨時に発表す
る。臨時に発表する際は、火山活動のリスクの高まりが伝
わるよう、臨時の発表であることを明示し、発表する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）噴火速報 

    噴火の発生事実を迅速に発表する情報。観光客や登山
者、周辺住民に、火山が噴火したことを端的にいち早く伝
え、身を守る行動をとってもらうために、常時観測火山を
対象に発表する。 
 なお、以下の場合には発表しない。 
・普段から噴火している火山において、普段と同じ規模の 
噴火が発生した場合 

・噴火の規模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確 
認できない場合 
発表される情報の例は以下のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

気象庁が現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達
していない、または、噴火警報を発表し「警戒が必要な範
囲」の拡大を行うような状況ではないが、今後の活動の推
移によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引上げ
や「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性があると判断
した場合等に、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき
事項を伝えるため、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」
を発表する。 
また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性 

は低い、または、噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」
の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変化がみられる
など、火山活動の状況を伝える必要があると判断した場合
に、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 

  
気象庁が、登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火した

ことを端的にいち早く伝え、身を守る行動を取っていただ
くために発表する。  
噴火速報は以下のような場合に発表する。 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火
が発生した場合  

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火 
警戒レベルの引き上げや警戒が必要な範囲の拡大を検討
する規模の噴火が発生した場合（※）  

・このほか、社会的な影響が大きく、噴火の発生を速やか 
に伝える必要があると判断した場合  
※噴火の規模が確認できない場合は発表する。  
なお、噴火の発生を確認するにあたっては、気象庁が監視

に活用しているデータだけでなく、関係機関からの通報等
も活用する。 

 
 
 
 

 
 
記述内容が古
いため、現状
に見合った記
述に修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記述内容が古
いため、現状
に見合った記
述に修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

火山名 ○○山 噴火速報 

 平成△△年△△月△△日△△時△△分 気象庁地震火山部発表 

 ＊＊（見出し）＊＊ 

 ＜○○山で噴火が発生＞ 

  

 ＊＊（本 文）＊＊ 

  ○○山で、平成△△年△△月△△日△△時△△分頃、噴火が発生しました。 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
（３）火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳 
細に取りまとめたもので、毎月又は必要に応じて臨時に発
表する。 

（４） （略） 
（５）噴火に関する火山観測報 

    主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したとき
に、発生時刻や噴煙の高さ等の情報を直ちに発表する。 

 
 
３ 噴火警報・予報等の伝達（県総合政策局、市町村、各関係

機関） 
（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真や図表等を用いて、火山活動の状況や防災上警 

戒・注意すべき事項等について解説するため、臨時及び定
期的に発表する。 

 
 
    噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生

時刻・噴煙高度・噴煙の流れる方向・噴火に伴って観測さ
れた火山現象等）を噴火後直ちにお知らせするために発表
する。 

３ 噴火警報・予報等の伝達（県危機管理局、市町村、各関係
機関） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記述内容が古
いため、現状
に見合った記
述に修正 
 
 
 
 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



富山県地域防災計画（風水害編・火災編・個別災害編）新旧対照表 

- 71 - 
 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
噴火警報等伝達系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
①気象庁・気象
台から法定伝
達機関への配
信は、伏木海
上保安部を除
き防災情報提
供システムか
ら新システム
へ移行したた
め、修正 
②気象庁・気象
台から法定伝
達機関以外へ
の配信は、メ
ールによる配
信の仕組みは
あるものの受
信するかどう
かは受け取り
側の設定に委
ねられている
ため削除 
③気象庁内の
伝達経路は削
除 
④長野県地域
防災計画に記
載があるので
削除 
⑤現在、「防災
情報提供シス
テム」による配
信は伏木海上
保安本部のみ
となっており、
今後廃止され
る予定。このた
め、●と凡例を
削除 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
気象業務法施行令第８条第１号及び第９条の規定に基づく
法定伝達先。 

気象業務法第１５条の２によって、特別警報の通知もしくは
周知の措置が義務付けられている伝達経路。 

□ 富山県総合防災情報システム 

（凡例） 

気
象
庁 

火
山
監
視
・
警
報
セ
ン
タ
ー 

富
山
地
方
気
象
台 

富 山 県 

NHK 

伏木海上保安本部 

 

警 察 庁 

 

NTT 西日本・東日本 

消 防 庁 

各警察署 

 

市町村 

交番・駐在所 

 

火山防災協議会構成員 

 

住
民
・
登
山
者
・
観
光
客
等 

関係船舶 

□ 

□ 

関係機関・集客施設 立山町 

 
関係指定地方行政機関 

・関係指定地方公共機関 

関係機関 

活動火山対策特別措置法第 12条によって、警報、特別警報、
火山の状況に関する解説情報（臨時の発表であることを明記
したものに限る。）及び噴火速報が発表された際に、通報又
は要請等が義務付けられている伝達経路。 

警察本部 

 

□ 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第２ （略） 
第３ 応急活動体制 
１ 県の活動体制（県総合政策局） 
（１）（略） 
２～３ （略） 

第４～第６ （略） 
第７ 避難活動 
１ 避難の勧告又は指示等（市町村） 
（１）一次避難 

市町村長は、火口周辺警報（噴火警戒レベル２又は３）
が発表されたときは、警戒範囲内の観光客、登山者等に対
して避難を勧告又は指示し、避難者を誘導するものとす
る。  
また、突発的な噴火が発生した場合など、観光客、登山 

者等の生命及び身体の保護に緊急を要すると認められる
ときは、避難を勧告又は指示するものとする。 
さらに、噴火警報（噴火警戒レベル４又は５）が発表さ

れ、居住地域に及ぶような災害が発生、又は発生するおそ
れがあると認めるときは、警戒が必要な居住地域の住民に
対して避難を勧告又は指示し、避難者を誘導するものとす
る。 
なお、避難を勧告又は指示するときは、避難先、避難 場

所を明示するものとし、市町村地域防災計画に定める避難
勧告等の伝達体制により観光客、登山者等に伝達するもの
とする。 

（２）二次避難等 
市町村長は、一次避難後、さらに遠方に避難する必要が

あると認められるときは、避難者に対して最終的に安全な
場所への避難を勧告又は指示し、避難者を誘導又は搬送す
るものとする。 
この場合、市町村長は、気象庁、県、県警察本部その他関
係機関と十分協議するものとする。 

２ 避難誘導 
「風水害編第２章第９節第１ 避難の勧告、指示等及び

誘導」によるほか、市町村長は、火山噴火等により観光客、

第２ （略） 
第３ 応急活動体制 
１ 県の活動体制（県危機管理局） 

 
 
 
第７ 避難活動 
１ 避難指示等（市町村） 
 

市町村長は、火口周辺警報（噴火警戒レベル２又は３）
が発表されたときは、警戒範囲内の観光客、登山者等に対
して避難を指示し、避難者を誘導するものとする。  
 
また、突発的な噴火が発生した場合など、観光客、登山

者等の生命及び身体の保護に緊急を要すると認められる
ときは、避難を指示するものとする。 
さらに、噴火警報（噴火警戒レベル４又は５）が発表さ

れ、居住地域に及ぶような災害が発生、又は発生するおそ
れがあると認めるときは、警戒が必要な居住地域の住民に
対して避難を指示し、避難者を誘導するものとする。 
 
なお、避難を指示するときは、避難先、避難場所を明示

するものとし、市町村地域防災計画に定める避難指示等の
伝達体制により観光客、登山者等に伝達するものとする。 
 
 
市町村長は、一次避難後、さらに遠方に避難する必要が

あると認められるときは、避難者に対して最終的に安全な
場所への避難を指示し、避難者を誘導又は搬送するものと
する。 
この場合、市町村長は、気象庁、県、県警察本部その他関
係機関と十分協議するものとする。 

 
「風水害編第２章第９節第１ 避難の勧告、指示等及び

誘導」によるほか、市町村長は、火山噴火等により観光客、

 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が
一本化されたこ
とによる修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
登山者等の生命、身体等に危険がある場合には、平常時から
の弥陀ヶ原火山防災協議会による検討結果などに基づき、
気象庁が発表する噴火警報等に対応して、入山規制、避難勧
告・指示、警戒区域の設定等を行うとともに適切な避難誘導
を実施する等、迅速かつ円滑な警戒避難対策をとるものと
する。 

３ 市町村長による警戒区域の設定等（県警察本部、自衛隊、
市町村） 
「風水害編第２章第９節第１ 避難の勧告、指示等及び誘
導」によるほか、市町村長は弥陀ヶ原火山防災協議会や火山
専門家の助言を踏まえ、警戒区域を設定し、火口周辺の立入
規制や入山規制を行うものとする。 

４ （略） 
５ 要配慮者への援護（県総合政策局、県厚生部、市町村） 
「風水害編第２章第９節第４ 要配慮者への援護」参照 

 
第８～第１１ （略） 
 

登山者等の生命、身体等に危険がある場合には、平常時から
の弥陀ヶ原火山防災協議会による検討結果などに基づき、
気象庁が発表する噴火警報等に対応して、入山規制、避難指
示、警戒区域の設定等を行うとともに適切な避難誘導を実
施する等、迅速かつ円滑な警戒避難対策をとるものとする。 

 
 
 

「風水害編第２章第９節第１ 避難の指示等及び誘導」に
よるほか、市町村長は弥陀ヶ原火山防災協議会や火山専門家
の助言を踏まえ、警戒区域を設定し、火口周辺の立入規制や
入山規制を行うものとする。 

 
５ 要配慮者への援護（県危機管理局、県厚生部、市町村） 
「風水害編第２章第９節第４ 要配慮者への援護」参照 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
「避難指示」と
「避難勧告」が
一本化されたこ
とによる修正 
 
県機構改革
に伴う修正 
 
 

第２章 海上災害対策   
第１節 海上災害予防対策   
第１ （略）   
第２ 防災活動体制の整備   
 １ （略）   
 ２ 航空防災体制の強化（伏木海上保安部、県総合政策局、県

警察本部、沿岸市町） 
  （略） 

２ 航空防災体制の強化（伏木海上保安部、県危機管理局、県
警察本部、沿岸市町） 

  （略） 

県機構改革
に伴う修正 
 

 ３ （略）   
第３ （略）   
 １～２ （略）   
第４ 危険物等防除体制の整備   
 １ （略）   
 ２ 防災資機材の整備及び備蓄等（伏木海上保安部、県総合政

策局、県土木部、沿岸市町） 
２ 防災資機材の整備及び備蓄等（伏木海上保安部、県危機管
理局、県土木部、沿岸市町） 

県機構改革
に伴う修正 
 

 ３ （略）   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第５ （略）   
第２節 海上災害応急対策   
第１ 応急活動体制   
 １ （略）   
 ２ 県の活動体制（県総合政策局） 
  （略） 

２ 県の活動体制（県危機管理局） 県機構改革
に伴う修正 

 ３～６ （略）   
第２～第５ （略）   
第６ 危険物等の大量流出に対する応急対策   
 １～２ （略）   
 ３ 県の措置（県総合政策局、県生活環境文化部、県土木部） 
  （略） 

 ３ 県の措置（県危機管理局、県生活環境文化部、県土木部） 
  （略） 

県機構改革
に伴う修正 

 ４～８ （略）   
第７～第８ （略）   
第３節 （略）   
第３章 航空災害対策   
第１節 航空災害予防対策   
第１ 航空交通の安全確保   
 １ （略）   
 ２ 航空交通の安全のための施設等の整備（大阪航空局、県観

光・交通・地域振興局） 
 ２ 航空交通の安全のための施設等の整備（大阪航空局、県地

方創生局） 
県機構改革
に伴う修正 

第２ 防災活動体制の整備   
 １～３ （略）   
 ４ 空港緊急計画の策定（県観光・交通・地域振興局） 
  （略） 

 ４ 空港緊急計画の策定（県地方創生局） 
  （略） 

県機構改革
に伴う修正 

第３ 救援・救護体制の整備   
 １ （略）   
 ２ 消火・救助・救急体制の整備（県観光・交通・地域振興局、

周辺市町） 
  （略） 

 ２ 消火・救助・救急体制の整備（県地方創生局、周辺市町） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ３～４ （略）   
第４ 防災訓練の充実   
 １ （略）   
 ２ 実践的な訓練の実施と事後評価（大阪航空局、県観光・交

通・地域振興局、航空運送事業者） 
 ２ 実践的な訓練の実施と事後評価（大阪航空局、県地方創生

局、航空運送事業者） 
県機構改革
に伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
  （略）  
第２節 航空災害応急対策   
第１ 応急活動体制   
 １～２ （略）   
 ３ 県（富山空港管理事務所）の活動体制（県観光・交通・地

域振興局） 
  （略） 

 ３ 県（富山空港管理事務所）の活動体制（県地方創生局） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ４ 県の活動体制（県総合政策局） 
  （略） 

 ４ 県の活動体制（県危機管理局） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ５～８ （略）   
第２～第３ （略）   
第４ 救助・救急活動   
  １ 捜索活動（大阪航空局、伏木海上保安部、自衛隊、県総合

政策局、県観光・交通・地域振興局、県警察本部、市町村） 
  （略） 

  １ 捜索活動（大阪航空局、伏木海上保安部、自衛隊、県危機
管理局、県地方創生局、県警察本部、市町村） 

県機構改革
に伴う修正 

 ２ 救助・救急活動（伏木海上保安部、自衛隊、県総合政策局、
県観光・交通・地域振興局、県警察本部、市町村） 

  （略） 

 ２ 救助・救急活動（伏木海上保安部、自衛隊、県危機管理局、
県地方創生局、県警察本部、市町村） 

県機構改革
に伴う修正 

 ３ 消火活動（県総合政策局、県観光・交通・地域振興局、市
町村） 

  （略） 

 ３ 消火活動（県危機管理局、県地方創生局、市町村） 
 

県機構改革
に伴う修正 

第５～第７ （略）   
第８ 行方不明者の捜索   
１～２ （略）   

 ３ 警察犬、災害救助犬の活用（県総合政策局、県警察本部） 
  （略） 

 ３ 警察犬、災害救助犬の活用（県危機管理局、県警察本部） 県機構改革
に伴う修正 

第９ （略）   
第４章 鉄道災害対策   
第１節 鉄道災害予防対策   
第１ 鉄軌道交通の安全確保   
 １ 鉄軌道交通の安全のための情報の充実（県観光・交通振興

局、富山地方気象台、ＪＲ西日本、あいの風とやま鉄道、富
山地方鉄道、万葉線） 

  （略） 

 １ 鉄軌道交通の安全のための情報の充実（県地方創生局、富
山地方気象台、ＪＲ西日本、あいの風とやま鉄道、富山地方
鉄道、万葉線） 

県機構改革
に伴う修正 

２ 鉄軌道の安全な運行の確保（県観光・交通振興局、北陸地 ２ 鉄軌道の安全な運行の確保（県地方創生局、北陸地方整備 県機構改革



富山県地域防災計画（風水害編・火災編・個別災害編）新旧対照表 

- 76 - 
 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
方整備局、県土木部、ＪＲ西日本、あいの風とやま鉄道、富
山地方鉄道、万葉線） 

局、県土木部、ＪＲ西日本、あいの風とやま鉄道、富山地方
鉄道、万葉線） 

に伴う修正 

３ 鉄軌道の安全性の確保（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、
あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 （略） 

３ 鉄軌道の安全性の確保（県地方創生局、ＪＲ西日本、あい
の風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

  （略） 

県機構改革
に伴う修正 

４ 鉄軌道交通環境の整備（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、
あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線、各道路管理者） 

 （略） 

４ 鉄軌道交通環境の整備（県地方創生局、ＪＲ西日本、あい
の風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線、各道路管理者） 

 

県機構改革
に伴う修正 

 ５ 再発防止対策の実施（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、
あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

  （略） 

５ 再発防止対策の実施（県地方創生局、ＪＲ西日本、あいの
風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

県機構改革
に伴う修正 

 ６ 各種データの整備保存（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、
あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

  （略） 

 ６ 各種データの整備保存（県地方創生局、ＪＲ西日本、あい
の風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

県機構改革
に伴う修正 

第２ 防災活動体制の整備   
１ 通信連絡体制の整備（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、
あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線、各防災関係機
関） 

 （略） 

１ 通信連絡体制の整備（県地方創生局、ＪＲ西日本、あいの
風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線、各防災関係機関） 

 

県機構改革
に伴う修正 

 ２～３ （略）   
第３ 救援・救護体制の整備   
１ 消火体制の整備（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、あい
の風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 （略） 

１ 消火体制の整備（県地方創生局、ＪＲ西日本、あいの風と
やま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 

県機構改革
に伴う修正 

２ 救助・救急体制の整備（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、
あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 （略） 

２ 救助・救急体制の整備（県地方創生局、ＪＲ西日本、あい
の風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 

県機構改革
に伴う修正 

 ３～４ （略）   
第４ 防災訓練の充実   
 １ 防災訓練の実施（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、あい

の風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線、各防災関係機関） 
  （略） 

 １ 防災訓練の実施（県地方創生局、ＪＲ西日本、あいの風と
やま鉄道、富山地方鉄道、万葉線、各防災関係機関） 

 

県機構改革
に伴う修正 

 ２ 実践的な訓練の実施と事後評価（県観光・交通振興局、市
町村、ＪＲ西日本、あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万
葉線） 

２ 実践的な訓練の実施と事後評価（県地方創生局、市町村、
ＪＲ西日本、あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

県機構改革
に伴う修正 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
  （略） 
第２節 鉄道災害応急対策   
第１ 応急活動体制   
 １ 鉄軌道事業者の活動体制（県観光・交通振興局、ＪＲ西日

本、あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 
  （略） 

 １ 鉄軌道事業者の活動体制（県地方創生局、ＪＲ西日本、あ
いの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 

県機構改革
に伴う修正 

 ２ 県の活動体制（県総合政策局） 
  （略） 

 ２ 県の活動体制（県危機管理局） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ３～６ （略）   
第２～第３ （略）   
第４ 救助・救急活動   
 １ 救助活動（自衛隊、県観光・交通振興局、県警察本部、市

町村、ＪＲ西日本、あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万
葉線） 

  （略） 

 １ 救助活動（自衛隊、県地方創生局、県警察本部、市町村、
ＪＲ西日本、あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 

県機構改革
に伴う修正 

 ２ 救急活動（県総合政策局、県警察本部、市町村） 
  （略） 

 ２ 救急活動（県危機管理局、県警察本部、市町村） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ３ 消火活動（県観光・交通振興局、市町村、ＪＲ西日本、あ
いの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

  （略） 

 ３ 消火活動（県地方創生局、市町村、ＪＲ西日本、あいの風
とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

県機構改革
に伴う修正 

第６～第８ （略）   
第９ 代替交通手段の確保（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、

あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 
  （略） 

第９ 代替交通手段の確保（県地方創生局、ＪＲ西日本、あいの
風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 

県機構改革
に伴う修正 

第３節 鉄道災害復旧対策   
第１ 施設及び車両の復旧事業（県観光・交通振興局、ＪＲ西日

本、あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 
  （略） 

第１ 施設及び車両の復旧事業（県地方創生局、ＪＲ西日本、あ
いの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 

県機構改革
に伴う修正 

第２ 復旧予定時期の明示（県観光・交通振興局、ＪＲ西日本、
あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

  （略） 

第２ 復旧予定時期の明示（県地方創生局、ＪＲ西日本、あいの
風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線） 

 

県機構改革
に伴う修正 

   
第５章 道路災害対策   
第１節 （略）   
第２節 道路災害応急対策   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
 １ （略）   
 ２ 県の活動体制（県総合政策局） 
  （略） 

 ２ 県の活動体制（県危機管理局） 
  （略） 

県機構改革
に伴う修正 

 ３～６ （略）   
第２～第３ （略）   
第４ 救助・救急活動   
 １ （略）   
 ２ 救急活動（県総合政策局、県警察本部、市町村） 
  （略） 

２ 救急活動（県危機管理局、県警察本部、市町村） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ３～４ （略）   
第５～第９ （略）   
第３節 （略）   
第６章  危険物等災害対策   
第１節  危険物等災害予防対策   
第１ 危険物施設等の安全性の確保   
 １ 危険物施設（県総合政策局、市町村） 
  （略） 

 １ 危険物施設（県危機管理局、市町村） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ２ 高圧ガス製造事業所等（県生活環境文化部） 
  （略） 

 ２ 高圧ガス製造事業所等（県危機管理局） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ３ 火薬類消費事業所等（県生活環境文化部） 
  （略） 

 ３ 火薬類消費事業所等（県生活環境文化部） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ４～７ （略）   
第２～第４ （略）   
第２節 危険物等災害応急対策   
第１ 応急活動体制   
 １ （略）   
 ２ 県の活動体制（県総合政策局） 
  （略） 

 ２ 県の活動体制（県危機管理局） 
 

県機構改革
に伴う修正 

 ３～６ （略）   
第２～第３ （略）   
第４ 救助・救急活動   
 １ （略）   
 ２ 救急活動（県総合政策局、県警察本部、市町村） 
  （略） 

 ２ 救急活動（県危機管理局、県警察本部、市町村） 
 

県機構改革
に伴う修正 

第５～第９ （略）   
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備  考 
第３節 （略）   

 


